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六訂版のはしがき

平成26年3月に発刊された研修教材「五訂版検務事務入門」を

改訂し、六訂版として本書を刊行する。

今回の改訂では、 「五訂版検務事務入門」を基に、その後の検務

関係事務規程の改正に伴い、関連部分について書き改めたもので

ある。

本改訂に当たっては、楠元正直刑事局総務課企画調査室上席補

佐官において加筆、補筆の労を煩わし、刑事局総務課検務係の協

力を得た。

令和6~年3月

法務総合研究所
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四訂版のはしがき五訂版のはしがき

平成7年3月に発刊された研修教材「三訂版検務事務入門」の四

訂版として、本書を刊行する。

今回の改訂では、 「三訂版検務事務入門」を基に、その後の検務

関係事務規程の改正に伴い、関連部分について書き改めたものであ

る。

本改訂に当たっては、扇谷俊春刑事局総務課法務専門官に加筆、

補筆の労を煩わした。

平成14年3月に発刊された研修教材「四訂版検務事務入門」の

五訂版として、本書を刊行する。

今回の改訂では、 「四訂版検務事務入門」を基に、全部又は一部

について改正された検務関係事務規程が平成25年4月1日に施行

されたことに伴い、関連部分について書き改めたものである。

本改訂に当たっては、当所研修第二部事務担当において加筆、補

筆し、基孝一刑事局総務課補佐官に校閲の労を煩わした。

平成26年3月 平成14年3月

法務総合研究所法務総合研究所
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改訂版のはしがき三訂版のはしがき

昭和60年2月に発刊された研修教材「新版検務事務入門」の改

訂版として、本書を刊行する。

記録事務については、昭和62年6月に刑事確定訴訟記録法（同

年法律第64号）が制定され、これが同63年1月1日から施行され

たことに伴って、同日から「記録事務規程」が施行され、これによ

って運用されるに至っている。また、事件事務についても、全面改

正された「事件事務規程jが同63年4月1日から施行されている。

そこで、今回の改訂では、特に、 「第8章記録事務」の部分を全面

的に書き改めたほか、事件事務関連部分にも補筆を加えた。

本改訂に当たっては、上記新版の執筆者である長塚享東京高等検

察庁事務局長を煩わした。

平成2年3月に発刊された研修教材「改訂版検務事務入門」の三

訂版として．本書を刊行する。

今回の改訂では、特に、 「証拠品事務規程」の改定の部分を中心

に書き改めたほか、令状事務及び執行事務関連部分にも補筆を加え

た。

本改訂に当たっては、法務省刑事局刑事調査官近藤康利氏に加筆、

補筆の労を煩わした。 ここに感謝の意を表する次第である。

平成7年3月

法務総合研究所

平成2年3月

法務総合研究所

戸
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この資料は、検察事務官初等科研修における検務事務の教材用と

して作成したものである。

検務事務は、被疑事件の受理から裁判の執行に至るまでの一連の

事務及びそれに付随する各般の事務を包含する極めて広範な事務

であるから、新採用聯員ば、まず、検務事務全体の仕組みを理解す

ることが肝要であると思われる。

そこで、 この資料は、検務事務のうち特に重要な事務について、

その概略を容易に理解できるよう平易簡明に解説したものである

から、まず、この資料によって検務事務の概略を把握した上で、事

件・証拠品等検務関係事務規程や特別研修資料の事務解説等を読め

ば、検務事務についての理解をより一層深めることができるものと

思われる。

なお、この教材の執筆については、長塚享最高検察庁検務課長を

煩わした。

昭和60年2月

法務総合研究所
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第1 検察事務の意義・性格

検察庁の事務は、検察事務と検察行政事務とに大別することが

できる。

検察事務は、検察権を行使するために直接必要とされる事務で、

具体的には、検察庁法（昭和22年法律第61号）第4条、第6条

に規定する犯罪の捜査、起訴・不起訴の決定、公判の維持遂行、

裁判の執行の監督等がこれに当たる。

さらに、検察事務は、その中核をなす捜査及び公判に関する事

務と検務事務とに分けることができる。

検務事務は、刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）等に規定

されている刑事手続を実現させるとともに、事件関係者の生命、

身体、自由、名誉財産等に重大な影響を及ぼすものである。検務

事務に携わる者は、 このことを常に肝に銘じておく必要があり、

適切な検務事務の遂行のためには、旺盛な責任感を持ち、かつ、

細心の注意を払ってその業務に臨まなければならない。

1

０

２
６
７
８
９
１

第
第
第
第
第

裁判書謄本等の交付

記録の貸出し ・ ・ ・ ・ ・

裁判書謄本の送付・

記録の廃棄 ． ． ． ． ． ．

● ●

■ ● ｡

◆ ● ● ● ｡ ● ■ ● ■

第2 検務事務の種類

検務事務とは、事件の受理から捜査、公判、刑の執行に至るま

での刑事手続に関連して生ずる様々な事務の総称であるが、これ

を列挙すると、おおむね次のとおりである。

1 事件事務

事件の受理及び処理に関する事務

2 令状事務

令状の請求及び執行に関する事務

ﾛ■
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2 第1種序 鋭 第4検務事務の準則 3

務課が置かれることとなった。なお、検務事務を所管する部門は、

部制庁や非部制庁など、庁の規模によって異なる（注)。

（注） 総務・刑事・公安・公判等の部が置かれている庁（検察庁事務
章程第5条）を「部制庁』といい、部の置かれていない庁を「非
部制庁」 という。

3 征拠品事務

証拠品の受入れ、保管及び処分に関する事務

4 執行事務

死刑及び自由刑の執行に関する事務

5 徴収事務

罰金、科料等徴収金の徴収に関する事務

6 犯歴事務

犯歴の把握及び調査に関する事務

7 記録事務

刑事確定訴訟記録、裁判書原本等の管理に関する事務
8 恩赦事務

恩赦に関する事務

9 統計事務

統計に関する事務

10 報告事務

事件報告、統計報告等法務大臣等に対する報告事務

第4検務事務の準則

検務事務の取扱手続は、法務大臣訓令等によりその大綱が定め

られており、 さらに、各庁において、訓令・通達によって詳細な

事務の取扱手続が．定められている。

検務事務に関する法務大臣訓令は、次のとおりである。

1 事件事務規程

2 証拠品事務規程

3 執行事務規程

4徴収事務規程

5 犯歴事務規程

6 記録事務規程

7 犯罪捜査のための通信傍受に関する規程

8 心神喪失者等の処遇事件に係る審判手続等に関する規程

9 恩赦上申事務規程

10犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における

処遇に関する事務規程

11 刑事関係報告規程

12刑事統計調査規程

（注） 上記の規程はいずれも法務大臣訓令であり、 1～8及び’1

は法務省刑事局が、 9及び10は法務省保護局が、 12は法務省
大臣官房司法法制部がそれぞれ所管している。

第3 検務事務の所管部門

課の名称及び所管事務は、検察庁事務章程（昭和‘牢ン廻り小"XLﾉ､〃I宮季引方厚、恢奈ﾉ丁事務章程（昭和60年法務省

訓令第1号）に定められている。平成13年4月1日に検察庁の組

織改編が行われ、地方検察庁及び区検察庁の検務部門においては、

検務監理官を始めとする統括検務官、検務専門官などからなる専

門官制が導入され、捜査・公判部門と共に従来の課が廃止された。

したがって、検察庁事務章程第10条の別表第3及び別表第6の

規定により、各庁に置かれる課及び所管事務については、最高検

察庁に検務課が、高等検察庁に検務第一課及び検務第二課又は検

’
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4 第1章序 説 第5検務事務に従事する職員の心構え 5

第5 検務事務に従事する職員の心構え

検務事務は、捜査・公判・刑の執行等刑事手続に関連する事務

であるから、国民の人権に重大な影響をもっている。一つ間違え

ば、不当に国民の権利を侵害し、国が賠償責任を負うことにもな

るので、被疑者の身柄を法律で定められた期間又は時間を超過し

て拘束したり、検察庁で押収保管中の証拠品を紛失したりするよ

うな過誤は、絶対に許されない。

そのため、検務事務に従事する職員は、旺盛な責任感と細心の

注意をもって事務処理に当たることが何よりも大切である。そし

て刑事手続については、厳重な法律の規定があり、それに従って

手続を行わなければならないから、刑事手続の基本法である刑事

訴訟法を中心とした刑事関係法規を十分理解しておく必要があ

り、また、これらの刑事関係法規を前提にして、具体的な事務の

適正な運用を図るため、前記の大臣訓令のほか、各種刑事局長通

達や通知等の例規（注）が定められているので、 これらについて

も十分研究しその習得に努めることが必要である。

（注） 法務省刑事局から発せられる検務事務に関する通達等で例規

とすべきものは、文書番号と共に‐（例規）」と表示されている。

検務事務概略図

｜ 司法警察員から事件送致等 ｝

【事件事務】

I 事件受理 1

1…”
検察官 1

1勾雷【令状事務】
事件処理 ’

｛証拠品受入れ等 1

’
’

捜査
〆 ~、

証拠品処分

謬蕊" 1撫驚付］
’

（
ノL

家裁送致

（少年）移送｜ ｜中止ハ｜不起訴

【証拠品事務】

証拠品処分

〕
還 付 ・売 却
廃 棄 ・歳入編入
引継ぎ（裁 判 確 定ト

↓

ぷ執行 ｜ 執行指揮 I調

＃漁｝
死刑

(法務大臣の執行命令
(死刑執行指揮書）
自由刑

(執行指揮書）

既決犯罪通知

【犯歴事務】

【執行事務】 裁判書原本・記録保管

【記録事務】
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第2章事件事務 り、司法警察員又は国税庁監察官（以下「司法警察員等」 と

いう。）から事件の送致又は送付を受けたとき。

(2) 他の検察庁の検察官から事件の送致を受けたとき。

(3) 少年法（昭和23年法律第168号）の規定（注2）により 、

家庭裁判所から事件が検察官に送致されたとき。

(4) 検察官が、告訴、告発、 自首又は請求を受けたとき。

(5) 検察官が自ら犯罪を認知してその捜査に着手したとき。

(6) 不起訴処分又は中止処分に付した事件を再起するとき。

(7) 管轄違いの判決、公訴棄却の判決又は公訴棄却の決定が確

定したとき。

(8) 前に公訴の取消しをした事件につき刑訴法第340条又は

第350条の26の規定により更に公訴を提起しようとすると

き。

第1 事件事務

事件事務は、事件の受理から捜査、処理、公判、上訴に至るま

での一連の事務とこれに関連する事務を含む広範にわたる事務
である。

ここでは、理解を容易にするため、事件事務のうち、事件の受

理及び処理に関する事務に限定して説明することとする。

’
第2 事件事務の準則

事件事務の取扱手続は、事件事務規程（平成25年法務省刑総

訓第1号大臣訓令。以下、この章及び第3章において単に「規程」

という。）により定められている。 この規程は、事件の受理、捜

査、処理及び公判遂行等に関する事務の取扱手続を規定し、これ

を取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もって事件に関す

る事務の適正な運用を図ることを目的としている（規程第1条)。

（注1） 刑訴法第203条第1項、第211条、第216条、第242条、

第245条．第246条参照。

（注2） 少年法第19条第2項（同法第23条第3項において準用

する場合を含む。）、第20条第1項、第62条第1項参照陰

家庭裁判所から検察官に事件が送致されることを実務上

「逆送」というが、逆送されるのは、検察官が家庭裁判所

に送致した事件について、①被疑者が20歳以上の者である

とき （実務上「年齢超過」 という。）、②死刑、懲役又は禁

銅に当たる罪の事件で家庭裁判所が刑事処分相当と認める

とき、③特定少年(18叢以上の少年）について家庭裁判所

が刑事処分相当と認めるときの三つの場合がある。

3 受理手続

事件の受理手続を行う場合は、前記のとおりであるが、その

うち、最も一般的な、司法警察員から事件送致を受けた場合に

ついて説明する。

’

第3 事件受理に関する事務

1 事件の受理

事件の受瓊手続は、規程第3条に掲げられている事由が生じ
た場合に行う。

検察庁で事件を受理すると、その庁の検察官がその事件につ

いて捜査を開始する。

2 受理手続を行う場合

事件の受理手続は、次の場合に行う （規程第3条各号)。

（1） 刑事訴訟法（以下「刑訴法」という。）の規定（注］）によ

■
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乙|第 3 卿|脇(1) 司法警察員の事件送致手続

司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに書類及

び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

（刑訴法第246条)。また、被疑者を逮捕したとき、又は逮

捕された被疑者を受け取ったときは、被疑者を釈放しない限

り被疑者の身体を拘束したときから48時間以内に書類及び

証拠物とともに被疑者を検察官に送致する手続をとらなけ

ればならない（刑訴法第203条第1項、第211条、第216

条)。

司法警察員が事件を送致する場合には、事件記録及び証拠

品と共に事件記録・証拠品送致票（規程様式1号、 2号）に

より （規程第4条第1項）、又は、事件記録・証拠品送致票

に代えて、司法警察員が作成した電磁的記録により、事件担

当事霧官に持参する（規程第4条第2項)。

（注） 事件を送致する場合には、送致書（司法警察職員捜査書

類基本書式例様式53号）に該害届、押収関係書類、被疑者・

参考人等の供述鯛書等の関係書類を編てつすることとされ

ており、 これを実務上「事件記録jという。

鳶件鍵記鴦送致票(甲）
令和5年 10 月 5 B

OO地方検索庁ロロ支部御中
（送致宮署)OO兇△△瞥索署團

事件送致番号罪 名I擁 塁 者柾 掘 品｜ 燭 考※事件番号及び領匠番号
符号 L、 2 検第1386号

甲野一郎

…総潅 § 瞬繍 。′号
符号 険蕊 号

内製金総瀧 -W 鰯露 号
符騒 検第 砂

～ …鱸瀧 ＃ ” 号～

、狩野 縄 漉 曾呼全蕊潅 蝋
符鈩亨～ i 検第 号

…誌溌～圏 鬮爾 鍔

馴、鰐 ：
符号

内税金雛雌

蕊、息
符号

内塑金鯰瀧 胤｜

⑳§!｡〃｡｡翼⑳；④
狸

遇
考

検第1386号

蹟篤 82号

L、 2

念会封全
換篭代金

甲野一郎

劉剛

愉蕊
甑範

号号

1
検舗

頗輔

号号

寸会封金
換価代金

～

、
検第
傾猪

号号

在会封公
換鐘代金

円間

’ 検覇

雨舗

号号

莚会
換径

瀞、、
検第

領舗

呈

号号

虚会針金
換倭代金

蕊、息
､｡‘”翼|⑳|;|④⑳

暴 行90

’一

N～

I

~、

’

&
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(2) 事件記録の受領手続

ア事件記録の受領手続

（ｱ） 事件担当事務官は、事件記録及び事件記録・証拠品送

致票を受領したときは、 これらを対査して被疑者氏名、

罪名等に誤りがないことを確認した上、証拠品のないと

きは事件記録・証拠品送致票を、事件記録を持参した司

法警察職員に返還し、証拠品のあるときはこれを事件記

録及び証拠品と共に証拠品担当事務官に送付する（規程

第4条第1項） （注1）。

") 前記(ｱ)にかかわらず、事件記録・証拠品送致票に代え

て、司法蕃察員が作成した電磁的記録（送致データ）と

共に事件記録を受領する場合において、証拠品のないと

きは司法警察員に適宜の方法により受領した旨を通知

し、 ､証拠品のあるときは、これを事件記録と共に証拠品

担当事務官に送付する（規程第4条第2項） （注2）。

（注1） 事件記録・征拠品送致票は、事件を送致する司法

警察員と検察官との間における事件記録及び証拠品

の授受を明確にするためのものであり、あらかじめ

検察庁において印刷して警察署に配布しておき．事

件送致の際に、司法警察職員が被疑者氏名、罪名等

を記載して事件記録及び証拠品と共に持参する。

また、事件記録・証拠品送致票は、 甲片・乙片の

2枚複写式になっているので、事件記録を受領した

事件担当事務官及び証拠品を受領した証拠品担当

事務官は、 甲片・乙片に受領の日を記入して受領印

を押なつし、事件担当事務官は、乙片を切り取り、

甲片の残った送致票つづりを司法諮察艤員に返還

することになる。切り取った乙片は検察庁で保管す

る。

（注2） 電磁的記録による事件記録の受領手続については、

各庁の事情により取扱いが異なり、実施していない

(その1）

閲 主任検察官
様式第53号（刑訴第203条､第211条､卵216条､第242条､第246栄）
へ

關聯照|爽行|害読醤蕊|圖首I ｜ ’⑳ 西東

送致 書
送（致）第90

令和5年10月

号

5日

○○地方検察庁ロロ支部

支部長検察太郎殿

○○県△△警察署

司法警察員警視乙山 郎、三

下記被疑事件を送致する。

検 番 号

罪名 、 罰条

検第 1386 号

暴行

逮捕の

日時

柄
行
身
連

被疑者の住居、氏名、年齢等 前科 身上

住届

るGCJ俄掩

氏名

不定

こう の も､ち

甲野一

添付

10月

4日

添付

10月

4日

10月

4日

午前
1時
］6分

I

⑦ろう

郎

刑法第208条

昭和46年］］月8E生【51歳）
性別男

外燭人錘録 年 月脳

皇

④⑮
検第 号
÷一面｡■■凸一一＝■｡■ q■.■一一一一一一一一一＝＝

住居

ふ財淳希

氏名

付
月
日
会

添
麗

付
月
日
会

添
照

月
日
時
分

歩
｝
●

浦

年月 日生（ 磯〉性別

外国人壁録 年月比

住居

みI19r峠

氏名

二

検第 号
一＝一一一‐‐毎＝一口一中一一一一一一一一一一＝

付
月
ｓ
会

添
照

付
月
日
会

添
照

月
日
壱

午
年月 ヨ生（ 歳）性別

外国人登録 年月1粒

時
分

垂

捜査主任官の職氏名｜ 刑事課長警部丁田二郎 馨電○○○一○○○
凸

(注意） 1
2

送致と送付に兼用する。

左上欄外及び前科、身上、身柄連行欄の各談当部分に赤○を付け．かつ、前科・身上照会中の場合猿、
月日を記入すること．
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イ事件番号は、被疑者1名につき1番号を付し、暦年ごと

に改める。この場合において、規程第3条第2号、第3号、

第6号、第7号又は第8号に掲げる事由により受理手続を

するときは、その事件が処理されたときに被疑者に付され

ていた事件番号の数に応じた事件番号を付す（規程第5条

第2項)。また、被疑者の数が不明である事件については、

その人員を1名として番号を付し、後に被疑者の数が判明

した場合において、その数が2名以上であるときは、その

1名を超える人員について、規程第3条第5号に掲げる事

由があるものとして、新たに受理手続をすることとなる

（規程第5条第3項）。

事件番号は、検務事務を始め捜査・公判を通じ、事件を

特定し、事件と各種帳票との関連をもたせる重要なもので

あるから、番号が重複したり、誤った番号を記入したりす

ることのないように十分注意しなければならない。

庁もある。電磁的記録（送致データ）は、事件担当

事務官が検察総合備報管理システム（以下「検察シ

ステム」という。）にその内容を反映させて事件の受

理手続をすることとなる。

イ逮捕状等への身柄受領年月日時等の記入

事件担当事務官が事件を受理した際、被疑者が逮捕中

（注1）の場合は、その逮捕が、通常逮捕又は緊急逮捕に

よるものであるときは、事件記録に編てつされている逮捕

状（注2）の所定棚に、 また、現行犯逮捕によるものであ

るときは、現行犯人逮捕手続書の末尾の余白部等適宜の箇

所に、それぞれ身柄の送致を受けた年月日時等必要事項を

記入して記名押印し（規程第4条第4項）、検察官が身柄

の送致を受けた日時を明らかにする。へ

(注1） 実務上．被疑者を逮捕し、釈放しないで身柄を拘

束したまま送致された事件を「身柄付き事件」又は

「身柄率件」 といい、被疑者が逮捕されなかった事

件及び逮捕されたが事件送致までの間に釈放された

事件を「在宅事件』又は「身柄不拘束事件」という。

身柄付き事件は、送致書の「身柄連行」欄に赤丸

印でその旨が表示される。

(注2） 逮捕状は、察件記録の末尾につづることとされて

いる。

(注） 事件番号は、 「○年検第○○号」 と呼称する （規程第

5条第4項)。

実務上、事件番号のことを「検番」 と略称している。

4 事件の配点

事件の受理手続を終えたときは、事件記録をその庁の長（庁

の規模等によっては、次席検事又は部長等）に供閲し、その事

件の捜査を担当する主任検察官の指定を受けた上、指定された

主任検察官に事件記録を配る。これを事件の「配点」 という。

事件が配点されることにより、検察官が捜査を開始すること

となるので、身柄付き事件はもとより、在宅事件であっても、

事件を適切に管理するため、検察システムにより、事件を担当

(3) 事件受理の管理

ア事件を受理したときは、検察システムによりその旨を管

理する（この場合、事件担当事務官は司法警察員から提出

された事件送致データが記録された記録媒体による送致

情報又ほ事件記録を基に事件受理情報を作成する。） とと

もに、受理事由 （規程第3条各号）の区分に従い、事件番

号(注）を事件記録表紙等に記入する（規程第5条第1項)。
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起しない意思決定をして、これを外部的に明らかにするこ

とである。

事件を不起訴処分に付するときは、不起訴裁定主文、不起

訴理由等を記載した不起訴・中止裁定書（規程様式117号）

を作成し、不起訴の裁定をする（規程第75条第1項)。

不起訴裁定主文ほ、起訴猶予、嫌疑なしなど20種類ある

が、その種類及びそれらを用いるべき場合が規程第75条第

2項各号に規定されている。

(3) 中止

中止処分とは、被疑者が不明の場合、被疑者は判明してい

るがその所在が不明の場合、重要参考人が所在不明の場合

等捜査を継続することができず、事件を長期間処分するこ

とができない場合に、一時捜査を中止する処分である。

事件を中止処分に付するときは、不起訴・中止裁定書を作

成して中止の裁定をする（規程第82条)。

事件が中止処分に付されたときは、 中止事由解消のため

の捜査を行い、中止事由が解消したとき（例えば、被疑者の

所在が不明なために中止処分に付された事件について、所

在捜査の結果、被疑者の所在を発見したとき）は、事件を再

起し（規程第3条第6号)、捜査が再開される。

(4) 移送

移送処分とは、終局処分前に事件を他の検察庁の検察官に

送致する処分である。

検察官は、事件がその所属する検察庁の対応する裁判所の

管轄に属しないものと思料するときは、事件を管轄裁判所

に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない（刑

する検察官の管理を行う （この場合、事件担当事務官は、事件

受理情報を基に配点・割替情報を作成する。)。

なお、事件を受理したときは、速やかに主任検察官に配点し

なければならない。

塵、

第4事件処理に関する事務

1 事件処理

事件処理とは、検察官が被疑事件について捜査を遂げた上、

起訴、不起訴等の処分を決定することをいう。

事件処理は、起訴、不起訴、家庭裁判所送致の終局処分と、

中止、移送の中問処分とがある。

（1） 起訴

起訴とは、検察官が、公訴を提起することで、裁判所に対

し、特定の刑事事件について審判を求める意思表示であり、

公開の法廷における審理、判決を求めるいわゆる公判請求

のほかに、事案簡明な事件等について、公訴提起と同時に略

式命令を請求する場合（刑訴法第462条）や、即決裁判手続

（注）による場合（刑訴法第350条の16から第350条の29

まで）がある。

起訴するときは、起訴状を裁判所に提出する（刑訴法第

256条第1項)。

(注） 即決裁判の手続には、上記のほか、交通事件即決裁判手

続法（昭和29年法律第113号）によるものがあるが、現在、
同法の手続による処理例はない‘

(2) 不起訴

不起訴処分とは、検察官が、特定の事件について公訴を提

■
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に処理年月日、処理罪名、処理区分その他事件処理に関す

る事項を入力する。

（注） 事件処理情報に入力する処理区分については、平成25

年3月19日付け刑総第405号刑事局長通達『事件事務規

程の改正について」別添『検察総合情報管理システムによ

る事件事務取扱要領」別表第2を参照。

(2) 起訴状の逓付

検察官が公訴を提起（起訴）し、公判を請求するときは、

事件担当事務官は、起訴状逓付票（規程様式101号）を作成

して（規程第63条）、所定欄に裁判所職員の受領印の押なつ

を受ける。

起訴状を裁判所に逓付することにより起訴手続は完了し、

その裁判所に事件が係属することになるので、事件担当事

務官は、検察官から起訴状を受領したときは、直ちに裁判所

に逓付しなければならない。特に、逮捕中又は勾留中の被疑

者を起訴する場合には、時間や日数の制限があるため、注意

を要する。

(3) 公判事件の管理

検察官が公訴を提起し、公判を請求した事件等が対応裁判

所に係属したときは、公判担当事務官は、検察システムによ

りその旨を管理する（規程第91条第1項)。この場合、公判

担当事務官は、事件処理書類作成情報を基に公判受理情報

を作成する。

(4) 中止事件の管理

検察官が事件を中止処分に付したときは、事件担当事務官

は、検察システムによりその旨を管理する（規程第83条第

1項)。

訴法第258条）が、 このほか、管轄権はあっても、捜査の便

宜、被疑者の都合等のため、事件を管轄する他の検察庁の検

察官に移送する場合もある。

事件を移送する場合には、移送書（規程様式3号、4号）

を作成し、 これに事件記録を添付して証拠品と共に移送先

の検察庁に送付する（規程第84条)。

（5） 家庭裁判所送致

検察官は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯

罪の嫌疑があるものと思料するときは、家庭裁判所から送

致された事件（いわゆる逆送事件）を除き、全て家庭裁判所

に送致する（少年法第42条第1項)。これを家庭裁判所送致

（略して「家裁送致｣） という。

家庭裁判所に事件を送致する場合には、送致書（規程様式

128号から130号まで）を作成し、これに事件記録を添付し

て証拠品と共に家庭裁判所に送付する（規程第87条)。

2 事件処理に関する手続

事件処理に関する事務手続のうち、主な事務手続は、次のと

おりである。

（1） 事件処理の管理

検察官が事件の処理を終えたときは、事件担当事務官は、

検察システムにより当該処理に関する事項を管理する（規

程第59条)。

ア事件の処理を終えたときは、事件担当事務官は、事件処

理書類作成情報（検察官等捜査担当者が作成している。）

を基に事件処理情報を作成する。

イ 上記アにより事件処理情報を作成するときは、同情報
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第3章令状事務中止事由の解消のため、捜査又はその指揮が行われたと

きはその経過及び結果を、事件が再起されたときはその旨

を、検察システムによりそれぞれ管理する（規程第83条第

2項)。

(5) 移送事件の管理

検察官が事件を他の検察庁の検察官に送致するときは、移

送書に事件記録を添付して行い（規程第84条）、事件担当事

務官は、検察システムによりその旨を管理する（規程第85

条)。 この場合、事件担当事務官は、移送先検察庁の事件担

当事務官が事件受理情報を作成したことを確認することに

より事件の移送手続が終了する。

(6) 告訴人等に対する通知

検察官は、告訴、告発又は請求に係る事件について、起訴、

不起訴、中止、移送又は家庭裁判所送致の処分を行ったとき

は、告訴人、告発人又は請求人に対し、処分通知書（規程様

式97号）により処分結果を通知する（規程第60条)。

第1 令状事務

令状事務は、逮捕状、勾留状等令状の請求及びその執行に関す

る事務である。

令状とは、強制処分の内容を記載した裁判書であり、大別する

と、裁判官が捜査機関に強制処分の権限を付与する許可状として

の性質を持つものと、裁判所又は裁判官が自らの権限として行う

強制処分の執行を捜査機関に命ずる命令状としての性質を持つ

ものとに分けることができる。

許可状の例としては、逮捕状、捜索許可状、身体検査令状等が

あるが、これらの令状の場合は、捜査機関が裁判官から許可され

た強制処分を自己の権限として行うものであり、 したがって、こ

の権限の行使・不行使は捜査機関の裁量に委ねられ、逮捕状が発

せられたからといって、必ずしも被疑者を逮捕しなくても差し支

えない。命令状の例としては、勾留状、鑑定留置状等があるが、

これらの令状は、勾留等を命ずる命令状であるから、許可状と異

なり、検察官の指揮により必ず執行しなければならない。

令状に関する事務の取扱手続は、事件事務規程に規定されてい

るが、ここでは、理解を容易にするため、令状事務の中心的事務

である、被疑者・被告人の勾留に関する事務手続について説明す

る。

第2 勾 留

勾留とは被疑者又は被告人を拘禁する裁判及びその執行をい

う。

。



■■
γ一

■
20 第3章令状事務 第2勾 留 21

（注） 勾留請求するには、必ずその被疑者が逮捕されている

ことが前提となり、身柄を拘束されていない被疑者に対

しては、勾留請求することはできない。

(2) 勾留状の執行

勾留状（注1）は、検察官の指揮により執行する（刑訴法

第70条、第207条第1項)。

勾留状が発せられ、交付及び執行したときは、令状担当事

務官は、検察システムの被疑者身柄情報に勾留状の発付年

月日、執行年月日、勾留期間満了日、勾留場所その他身柄の

異動に関する事項などの勾留状の発付に関する事項を入力

して管理するとともに、勾留状に検察官の執行指揮印の押

なつを受けた上、執行すべき者（執行者）に交付する（規程

第24条第1項)。勾留状の執行者は、検察事務官又は司法警

察職員であり、通常は、身柄を押送している司法警察職員で

ある （刑事施設に収容されている被疑者に対して発せられ

た勾留状は、刑事施設職員が執行する。）。

勾留状の執行の指揮を受けた検察事務官又は司法警察職

員は、勾留状を被疑者に示した上で、できる限り速やかに、

かつ、直接、勾留状に記載されている刑事施設（注2）に引

致（注3）する（刑訴法第73条第2項、第207条第1項)。

勾留状は、執行した後、捜査を担当する検察官において事

件記録等に編てつするなどして保管する。

（注1） 勾留状には、被疑者・被告人の氏名・住居、罪名、被

疑（公訴）事実の要旨、勾留すべき刑事施設等が記載

されている（刑訴法第64条、第207条第1項)。

（注2） 警察署などに設置されている留侭場を「留置施設」
という （刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律（平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」
という。）第14条）。同法第3条各号に掲げる者は受刑

勾留は、被疑者等の逃亡の防止、罪証隠滅の防止、公判廷への

出頭確保、刑の執行の確保等を目的として行われる．

1 被疑者の勾留

（1） 勾留請求

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合又は逮捕状

により逮捕された被疑者（刑訴法第203条の規定により送

致された被疑者を除く。）を受け取った場合には、留置の必
孔

要がないと思料するときは直ちに釈放し、留置の必要があ

ると思料するときは、公訴の提起をしない限り、被疑者が身

体の拘束を受けた時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾

留を請求する（刑訴法第204条第1項)。また、司法警察員

から逮捕された被疑者の送致を受けた場合には、留置の必

要があると思料するときは、公訴の提起をしない限り、被疑

者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留

を請求する（刑訴法第205条第1項)。現行犯人が逮捕され

た場合における手続も同様である （刑訴法第216条） （注)。

検察官が被疑者の勾留を請求する場合には、勾留請求書

（規程様式40号）を作成し（規程第23条第1項)、 これに

逮捕状又は現行犯人逮捕手続書のほか、事件記録を資料と
して添付して裁判官に提出する。

勾留請求書を裁判所に提出するときは、令状担当事務官

は、立会事務官等が勾留請求書を作成するために検察シス

テムに入力した情報を基に被疑者身柄情報を作成して勾留

請求に関する事項を管理するとともに、勾留等請求逓付票

（規程様式42号）を作成し(規程第23条第2項)、所定の欄
に裁判所職員の受領印の押なつを受ける。

’

’

’
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期間延長請求逓付票（規程様式45号）を作成して（規程第27

条第2項）、所定の柵に裁判所職員の受領印の押なつを受け

る。

延長する勾留期間は、最長10日である（刑訴法第208条

第2項)。内乱、外患、国交又は騒乱（罪）の罪に当たる事

件については、更に最長5日延長することができる（刑訴法

第208条の2）。

勾留期間延長の裁判があったときは、令状担当事務官は、

検察システムの被疑者身柄情報の「勾留難問延長」欄に勾留

期間延長決定年月日、延長された期間及び延長後の勾留期

間満了日を入力して勾留期間延長の裁判に関する事項を管

理するとともに、速やかに勾留状（延長の裁判は、当該勾留

状に記載される。）に検察官の押印を受けて（注）これを被疑

者が収容されている刑事施設の長に送付する（規程第27条

第3項)。刑事施設職員は、勾留状を被疑者に示した後、検

察官に返還する。

（注） 勾留期間延長の裁判は、その裁判が記載されている勾

留状を検察官に交付することによって効力を生ずる（刑

訴規則第153条第2項）ので、 この場合の押印は．指揮

印を意味するものではなく、勾留状の交付を受けたこと

を明らかにするため、検察官が押印するものである。

被告人の勾留

勾留期間

被告人の勾留期間は、公訴の提起があった日から2か月で

ある。特にその後も勾留を継続する必要がある場合には、具

体的な理由を付した決定で1か月ごとに更新される （刑訴

法第60条第2項)。この決定を「勾留期間更新決定」 とい

中の者など一定の者を除き、刑事施設に代えて、留置

施設に留殴することができる（同法第15条第1項)。

（注3） 勾雷状を執行する場合．勾留状を所持していないた

めこれを示すことができない場合において、急速を要

するときは．被疑者に対し、被疑事実の要旨及び勾留

状が発せられている旨を告げて身柄を拘束することが

できる（刑訴法第73条第3項、第207条第1項)．こ

れを実務上「緊急執行」 という。この場合には、でき

る限り速やかに勾留状を被疑者に示す必要がある。

(3) 勾留期間

被疑者の勾留期間（注）は、勾留請求をした日から10日で

ある（刑訴法第208条第1項等)。勾留請求をした日の翌日

に勾留状が発せられた場合であっても、勾留期間は、勾留請

求をしたその日から10日間である。 日曜日、土曜日、祝日

等の休日も、 この10日間に算入される。

（注） 勾留期間は、勾留状の有効期間（刑事訴訟規則（昭和

23年最高裁判所規則第32号。以下「刑訴規則」という。）

第300条） とは異なる。勾留期間は、被疑者を勾留すべ

き期間をいうのであり、勾留状の有効期間は、その勾留

状の執行に若手し得る期間のことである。

(4) 勾留期間の延長

検察官は、取調べを要する関係者が多数である等やむを得

ない事由があるときは、勾留期間の延長を請求する。

この場合には、勾留期間延長請求書（規程様式44号）を

作成し（規程第27条第1項)、これに勾留状及びやむを得な

い事由があると認める資料を添付して裁判官に提出する。

勾留期間延長請求書を裁判所に提出するときは、令状担

当事務官は、検察システムの被疑者身柄情報の「勾留期間延

長」欄に勾留期間延長講求年月日、延長を求める期間その他

勾留期間延長請求に関する事項を管理するとともに、勾留

2

(1)
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う。勾留期間の2か月の起算日は、次のとおりである。

ァ勾留中の被疑者に対し、勾留の基礎となった犯罪事実と

同一の事実について公訴が提起された場合は、公訴提起の
日である。

イ逮捕中の被疑者に対し、逮捕の基礎となった犯罪事実と

同一の事実について公訴が提起された場合は、公訴提起の

日である。この場合、公訴提起の日の翌日に勾留状が発せ

られても、公訴提起の日から2か月を起算する。

ウ不拘束の被告人に対して勾留状が発せられたときは、当

該勾留状により勾留された日、すなわち、勾留状指定の刑
事施設に引致された日である。

勾留期間の満了日は、勾留期間の起算日から暦に従って

計算する （刑訴法第55条第2項)。例えば、 10月3日に

勾留中起訴されれば、勾留期間満了日は、 12月2日であ
る。

勾留期間を計算する場合、現実に勾留されていない期間は、

勾留期間に算入されない。勾留された日や釈放された日は、

身体を拘束された時間が全1日に満たなくても、 1日とし
て勾留期間に算入される。

(2) 勾留期間の計算方法

勾留期間の具体的計算方法は、次のとおりである。

まず、釈放された日の翌日から当初の勾留期間満了日まで

の期間、すなわち、残勾留日数を暦に従って算出しておき、

再び勾留が開始される収容された日からその残勾留日数を

暦に従って計算して得た日が、収容後の勾留期間満了日で
ある。

〔設例1〕 10月3日 勾留中公判請求（公訴事実は、勾留

の基礎となった事実と同一）

10月20日保釈釈放

11月10日 保釈取消決定により収容

この設例では、 10月3日から2か月後の12月2日が当

初の勾留期間満了日である。そして、 10月20日に保釈に

より釈放されたが、その日は勾留日数に入るから、残勾留

期間は、 10月21日から12月2日までとなり、この期間を

暦に従って計算すると、 11月20日までが1か月であり、

11月21日から12月2日までの間が12日あるので、残勾

留日数は、 「1か月12日」ということになる。

次に、 11月10日に収容されたのであるから、 11月10日

から「1か月12日jを暦に従って計算すると、 11月10日

から1か月目は12月9日であり、 12月10日から12日目

は12月21日であるから、収容後の勾留期間満了日は、 12

月21日ということになる（注)。

これを図示すれば次のようになる。

’
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［設例2〕 釈放前に勾留期間更新決定の執行がなされて

いる事例

5月3日勾留中公判請求（公訴事実は、勾留

の基礎となった事実と同一）

6月27日 勾留斯間更新決定執行（7月3日か

ら1か月の分）

6月28日保釈釈放

8月27日懲役刑（実刑）の宣告により収容

この設例では、当初の勾留すなわち7月2日までの勾留

と、その後の勾留期間更新決定による勾留とは別個の裁判

であるから、執行も各別になされることになる。

まず、当初の勾留期間満了日は、 5月3日から2か月後

の7月2日であるので、当初の残勾留期間は、保釈釈放の

翌日である6月29日から7月2日までの4日である。そ

れに釈放前に新たに勾留期間更新決定を執行しているので、

そのIか月も残勾留期間として残っている。すなわち、収

容後の残勾留期間としては、 「4日と1か月」あることにな

る。

次に収容された8月27日を初日として、まず当初の残

勾留期間の4日目を算出すると8月30日を得る。更に8

月30日の翌日 （8月31日）から勾留期間更新による1か

月を暦に従って算出した9月30日が収容後の勾留満了日

となる（注)。

これを図示すれば次のようになる。

|謝鱸:『｢剴型塑圖門(2か月）
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(注） これを、釈放されていた期間(10月21日から11月9日まで
の20日間）を当初の勾留満了日である12月2日の翌日から付
け加えるような計算方法をとってはいけない。
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決定の送付があったときは、令状担当事務官は、これに検察

官の執行指揮印の押なつを受けた上、被告人が収容されて

いる刑事施設の長に送付する（注)。

勾留期間更新決定の執行は、勾留状の執行に準ずる。すな

わち、刑事施設職員は、勾留期間更新決定書を被告人に示し

て執行し、執行した者は、決定書に執行年月日時、官職氏名

を記載して押印する。

（注） ここで指揮印が必要となるのは、勾留期間更新決定は

勾留期間の延長と異なり、それぞれが個別の裁判である

ことから、検察官の指揮によって執行するためである（刑

訴法第70条）。

3 移送

検察官は、捜査又は公判審理のため必要があるときは、裁判

官（長）の同意を得て、勾留中の被疑者又は被告人を他の刑事

施設に移すことができる（刑訴規則第80条第1項、刑訴法第

207条第1項)。この場合には、移送指揮書（甲） （規程様式57

号）により裁判官（長）の同意を得た上、被疑者又は被告人が

収容されている刑事施設の長に対して移送の指揮をする （規

程第33条、第94条)。

移送をしたときは、令状担当事務官は、移送通知書（規程様

式60号）により、裁判所、弁護人等に移送した旨及び移送先

の刑事施設を速やかに通知する （規程第35条、第94条）。
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(注） 設例lのように、 「1か月4日」として執行しないのは、当初

の勾留とその後の勾留期間更新決定による勾留とは別個の裁判

であり、かつ、先の裁判から順次執行していくからである。

(3) 勾留中の被告人の管理

勾留中の被告人に係る事項ば、検察システムにより管理す

る（規程第98条）。この場合、令状担当事務官は、被疑者身

柄情報を基に被告人身柄情報を作成する。

仏） 勾留期間の更新決定の執行

被告人の勾留期間は、公訴提起のあった日から2か月であ

り、前記(1)のとおり、特に勾留の継続の必要がある場合には、

具体的にその理由を付した決定で、 1か月ごとに更新され

る（刑訴法第60条第2項）ので、裁判所から勾留期間更新

口 第3釈 放

1 被疑者の釈放

（1） 勾留請求前の釈放

ア検察官が、司法警察員から送致された逮捕中の被疑者を’
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留置の必要がないと認めて勾留請求をしないで釈放した

場合には、釈放通知書（甲） （規程様式37号）により、被

疑者を送致した司法警察員に対してその旨を通知する（規
程第21条第1項)。

イ 司法警察員から送致された逮捕中の被疑者又は検察官

が自ら逮捕した被疑者等を一旦刑事施設に留置した場合

で、勾留の請求をしないで釈放するときは､釈放通知書（乙）

（規程様式38号）により、被疑者が留置されている刑事施

設の長に対して釈放すべき旨を通知する（規程第21条第
2項）。

12） 勾留請求却下による釈放

勾留請求をしたところ、その勾留請求を却下する裁判（刑

訴法第207条第5項ただし書）があった場合には、裁判官か

らの通知（注）に基づいて被疑者を釈放する（規程第38条)。
釈放手続は、身柄が検察官のもとにいる場合は前記(')アと、

刑事施設に留置されている場合は前記(1)イと同様である。

（注） 形式については特に定められておらず、統一されていな
い。勾留請求書の欄外等余白部に勾留請求を却下する旨及
びその理由の記載と裁判官の記名押印をする方法がとられ
ることが多いようである。

(3) 勾留中の釈放

勾留されている被疑者を引き続き勾留する必要がなくな

った場合には、釈放指揮書（規程様式64号）により、被疑

者が収容されている刑事施設の長に対して釈放の指揮をす
る （規程第39条第1項)。

、 被疑者の勾留期間は、 ’0日 （延長された場合には、最長

通じて20日又は25日）であるから、その期間内に公訴を

提起しなかったときは、被疑者を釈放しなければならず、も

し、公訴を提起しないで、その期間を超えて身柄を拘束した

ときは、不当勾留となるので、勾留期間満了日を的確に把握

するとともに、勾留期間満了日までに釈放されたかどうか

についても、常に注意する必要がある。

(4) 勾留取消し・勾留執行停止による釈放

勾留取消決定又は勾留執行停止決定（刑訴法第207条第1

項、第87条、第95条）により被疑者を釈放する場合には、

釈放指揮書により、被疑者が収容されている刑事施設の長

に対して釈放の指揮をする（規程第42条､第39条第1項)。

勾留執行停止決定により被疑者を釈放したときは、保釈・

勾留執行停止釈放通知書（規程様式68号）により、被疑者

の帰住地を管轄する警察署の長に対してその旨を通知する

（規程第44条第1項)。これは、被疑者の釈放後の動静を把

握するためである。

被告人の釈放

被告人の勾留は、被告人の公判廷への出頭を確保するなどの

ため、裁判所が職権で行うものであるから、被告人の釈放は、

被疑者の釈放と異なり、検察官が独自にすることはできず、保

釈許可決定等の裁判があったときにその執行として検察官が
釈放の指揮をする。

(1) 保釈許可決定による釈放

ア保釈許可決定があり、保釈保証金が納付されたとき（注

’）は、検察官は、釈放指揮書により、被告人が収容され

ている刑事施設の長に対して釈放の指揮をする （規程第
94条、第39条1項)。
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容されていた刑事施設の長に対して通知する（規程第143

条）。

イ被告人を釈放したときは、令状担当事務官は、釈放通知

書（丙） （規程様式138号）により裁判所に対してその旨

を通知する （規程第102条第1項本文） （注2）。

また、保釈・勾留執行停止釈放通知書により、被告人の

帰住地（制限住居）を管轄する警察署の長に対してその旨

を通知する（規程第102条第2項)。

（注1） 保釈許可決定があっても．保釈保証金が納付されな

ければ、釈放できない（刑訴法第94条第1項)。保釈

保証金は、裁判所に納付される。

（注2） ただし、刑訴法第280条第2項に規定する裁判（勾

留状を発しないで直ちに釈放を命ずる裁判）又は勾留

期間満了により釈放したときは、通知は不要である

（規程第102条第，項ただし書)。

(2) 勾留取消し・勾留執行停止による釈放

勾留取消決定又は勾留執行停止決定による釈放の手続は、

被疑者の場合と同様である（規程第94条、第39条第1項、

第102条第2項)。

(3) 勾留期間満了による釈放

勾留期間更新決定がなされないために勾留期間が満了し

た場合には、刑事施設の長が勾留期間満了として釈放する。

この場合には、検察官の釈放指揮は要しない。

は） 無罪等の裁判の告知による釈放

刑訴法第345条の規定により、無罪、刑の全部の執行猶予、

罰金又は科料等の裁判の告知があったときは、勾留状はその

効力を失うので、被告人は、これら裁判の告知があると同時

に釈放される。この場合も、検察官の釈放指揮は不要である

が、直ちに釈放通知書（丁） （規程様式185号）により、無

罪等の裁判の告知により勾留状が失効した旨を被告人が収

4 収 容

1 勾留執行停止取消決定等による収容

（1） 勾留執行停止取消決定又は勾留執行停止斯間満了により

被疑者又は被告人を収容するときは、検察官は、収容指揮書

（甲）（規程様式70号）により、検察事務官、司法警察職員

又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対して収容の指揮を

する（規程第46条第1項、第94条)。

収容指揮書（甲）には、勾留状の謄本及び勾留執行停止取

消決定の謄本（勾留執行停止期間満了の場合は、勾留執行停

止決定の謄本）を添付する（規程第46条第2項)。

収容する場合には、被疑者又は被告人に対し、収容指揮書

に添付されている勾留状の謄本等を示さなければならない

（刑訴法第98条第1項、第207条第1項)。

（2） 収容する場合に前記(1)の勾留状謄本等の書面を所持して

いないために被疑者又は被告人に示すことができない場合

において急速を要するときは、検察官の指揮により、被疑者

又は被告人に対して勾留執行停止が取り消された旨又は勾

留執行停止期間が満了した旨を告げて収容することができ

る（刑訴法第98条第2項本文、第207条第1項)。この場合

の指揮を書面でするときは、収容指揮書（乙） （規程様式71

号）により行う （規程第46条第3項、第94条)。ただし、

収容後は速やかに勾留状の謄本等を示さなければならない

（刑訴法第98条第2項ただし書)。 この収容手続を実務上

第4
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刑"(実刑）に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾

留執行停止はその効力を失う （刑訴法第343条第1項）た

め、検察官は、収容指揮書（甲）により、検察事務官、司法

警察職員又は刑事施設職員及び刑事施設の長に対し、被告人

の収容を指揮する （刑訴法第343条第2項、第98条、規程

第140条第1項)。

収容指揮書（甲）には、言い渡した刑並びに判決の宣告を

した年月日及び裁判所を記載し、かつ、裁判長又は裁判官が

相違ないことを証明する旨付記(注1）して認印した勾留状

の謄本(注2）(刑訴規則第92条の2）を添付する（規程第140

条第2項)。

(2) 被告人を収容したときの通知については、保釈取消決定に

おける収容と同様である（前記2、 (2)参照）。

（注1） 実務上「実刑鉦明」 という。

（注2） この勾留状の謄本は、実刑判決があると、直ちに裁

判所から送付される。

「緊急収容」 という。

（3） 収容指揮書の宛名は、執行者と収容すべき刑事施設の長と

を併記することとされているが（規程様式70号、 71号注意

書）、これは、収容に当たり、検察事務官又は司法警察職員

等執行者に対し、被疑者又は被告人を勾留状に記載されて

いる刑事施設まで護送させることと、被疑者又は被告人を

収容すべき刑事施設の長に対し、執行者から身柄の引渡し

を受けて拘禁させることの二つの事項を指揮する必要があ

るからである。

（4） 被疑者又は被告人を収容したときは、令状担当事務官は、

先に釈放した旨を通知してある警察署の長に対し、保釈者・

勾留執行停止者収容通知書（規程様式73号）により収容し

た旨を通知する（規程第48条、第103条第2項)。

2 保釈取消決定による収容

（1） 保釈取消決定による被告人の収容手続は、勾留執行停止取

消決定による収容と同様である（規程第94条、第46条)。

この場合、収容指揮書（甲）には、勾留状の謄本及び保釈取

消決定の謄本を添付する（刑訴法第98条第1項)。

なお、緊急収容の手続も勾留執行停止取消決定による収

容と同様である（規程第94条、第46条第3項)。

（2） 被告人を収容したときは、規程第48条に規定される通知

（規程第103条第2項、前記1、 (4)参照）のほか、収容通知

書（規程様式139号）により、裁判所に対してその旨を通知

する（規程第103条第1項)。

3 判決宣告による収容

（1） 保釈中又は勾留執行停止中の被告人に対して禁銅以上の

1

第5検察システムによる拘禁上の異動の管理

令状担当事務官は、勾留中の被疑者又は被告人について拘禁上

の異動が生じたときは、検察システムによりそれらの異動を管理

する（規程第31条第2項、第98条第2項)。

第6 犯罪被害者等の個人特定事項の秘匿措置

性犯罪に係る事件の犯罪被害者等の個人特定事項（氏名及び住

所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。）について、

捜査・公判から判決確定後までの各段階において、被疑者・被告

人等に対して秘匿することができ、その場合、被害者等の個人特
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第4章証拠品事務定事項の記載のない「○○抄本」等の「○○に代わるもの」を被

疑者・被告人等に呈示・交付すれば足りることとされている（注)。

例えば、検察官が被疑者の勾留を請求する場合において、刑訴

法第207条の2第1項の規定により請求するときは、勾留状に代

わるものの交付等請求書（規程様式40号の2)によることとさ

れ（規程第23条第1項）、刑訴法第207条の2第2項の規定によ

る勾留状に代わるものの交付があったときは、令状担当事務官は、

検察システムにより当該勾留状に代わるもの等の交付に関する

事項を管理するとともに、勾留状に代わるものを執行すべき者に

交付する （規程第24条第2項)。

（注） 個人特定事項の秘匿措置制度は、刑事訴訟法等の一部を改正

する法律（令和5年法律第28号）により設けられたものであ

り、令和6年2月15日から施行されている。本施行に伴い、規

程のほか、執行事務規程（平成25年法務省刑総訓第2号大臣

訓令）及び徴収事務規程（平成25年法務省刑総訓第4号大臣

訓令）についても所要の改正が行われており、詳細は各規程の
該当条文等を参照されたい。

第1 証拠品の意義

証拠品とは、刑事事件について押収された物及びその換価代金

をいう。押収された物とは、刑訴法第218条又は第220条の規定

により差し押さえた物及び刑訴法第221条の規定により領置し

た物をいう （注)。

証拠物及び没収すべき物は、被疑事件（被告事件）の究明並び

に没収刑の確保に資するため、差押え（刑訴法第218条、第220

条、第511条等）、記録命令付差押え（刑訴法第218条又は第511

条）、又は領置（刑訴法第221条又は第512条） されるものであ

る。

なお、換価代金とは、没収することができる押収物で、滅失若

しくは破損のおそれがあるもの又は保管に不便なものを売却し

た代価をいう （刑訴法第222条第1項、第122条)。

また、裁判の執行に関して押収された物とは、刑訴法第509条

の規定により差し押さえた物及び刑訴法第512条の規定により

領置した物をいう。

（注） 1 差押えとは、所有者、所持者又は保管者から証拠物又は没

収すべきものと思料する物の占有を強制的に取得する処分で

ある。

2 領置とは、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、保

持者若しくは保管者が任意に提出した物の占有を取得する処

分である。

3 差押えと領置を総称して「押収」 という。押収後の効果

は、両者とも全く同じである。

第2 証拠品事.務

証拠品事務には、証拠品の受入れ、保管及び処分に関する事務
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（1） 司法警察員等から送致等された事件について証拠品があ

ったとき （規程第4条第1項)。

（2） 他の検察庁の検察官から移送等された事件について証拠

品があったとき（同）。

（3） 自庁の検察官又は検察事務官から直受事件等の証拠品の

送付を受けたとき（同条第2項)。

2 証拠品の点検

証拠品事務の適正・迅速な運用を期するためには、証拠品事

務の第一歩である受入事務が確実に行われることが肝要であ

るから、証拠品担当事務官は、証拠品を受け入れる場合には、

まず、押収時の物と同一物であるかどうか、形状に異状がない

かどうか、数量に誤りがない．かどうか等を子細に点検しなけ

ればならない。したがって、証拠品を受け入れる場合には、証

拠品と、事件記録につづられている証拠金品総目録、差押調書、

任意提出書、領置調書等とを対照して、品名、形状、数量等を

確認しなければならない（規程第4条第1項、第2項)。

があり、その内容は、次のとおりである。

1 受入事務

受入事務には、司法警察員等から送致等された事件について

証拠品を受け入れる場合のほか、他の検察庁から移送等され

た事件について証拠品を受け入れる場合、 自庁の検察官等が

自ら押収するなどした証拠品を受け入れる場合等がある。

2 保管事務

保管事務とは、受入手続を終えた証拠品を事件終結等により

処分するまでの間保管する事務である。

3 処分事務

処分事務とは、証拠品の仮出し及び裁判所提出、没収の裁判

の執行、没収物の処分､還付及び仮還付等の証拠品の具体的な

処分に関する事務であり、事件終結前の処分事務と事件終結

後の処分事務がある。

｜

｜
’

I

I

第3 証拠品事務の準則

証拠品事務の取扱手続は、証拠品事務規程（平成2年法務省刑

総訓第287号大臣訓令。以下、この章において単に「規程」 とい

う。）により定められている。 この規程は、証拠品の受入れから

保管、処分に至るまでの事務について規定し、証拠品事務を取り

扱う職員の職務とその責任を明確にし、もって証拠品に関する事

務の適正な運用を図ることを目的としている （規程第’条)。

４
１

第 受入事務

受入手続を行う場合

証拠品の受入手続を行う場合は、主に次のとおりである。
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3 領置票の作成

（1） 領置票

証拠品を受領したときは、領置票（規程様式2号）等（注

1 ）を作成する。

領置票等は、証拠品の受入れから処分に至るまでの取扱手

続を明らかにするために作成するものであって、基本台帳

ともいうべきものであるから、その作成に当たっては、正確

に記載するよう十分注意する必要がある。

（2） 領置票等の作成

証拠品担当事務官は、証拠品を受領したときは、事件記録

につづられている証拠金品総目録等に基づき、領置票に領

置番号、罪名、被疑者氏名、受入年月日、符号、品名、数量

その他必要事項を記入し、所属課長又は検務監理官、統括検

務官若しくは検務専門官（以下「所属課長等j という。）の

押印を受ける （規程第5条）．

領置票作成上特に注意を要する点は、品名欄の記載であ

る。すなわち、証拠品は、事件の究明に必要な重要なもので

あり、かつ、証拠品の還付に際して問題が生じないようにす

るため、押収時の物件と同一物であることが確認できるよ

うに領置票上明確にしておく必要があるので、証拠品を確

認した上で、証拠品を特定し得る特徴及び形状を明確に記

載しなければならない（注2）。

〈注1） 領置票には、領置票（規程様式2号）、庁外保管領澄

票（規程様式45号）及び没収領置票（規程様式15号）が

あるほか、裁判の執行に関して押収された物を受領し

たときに作成する裁判執行領戯票（規程様式2号の2）

及び裁判執行庁外保管領置票（規程様式47号の2）が
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(注意>1 備考欄には、毒ｲ牛終結前に還付、仮週付、被害者還付、換価処分、廃棄処分、保管委託をしたとき
又は証拠品を裁判所に提出したときにその年月E及びその旨を記入す-る二と。
2事例に応じ、不要の文字を削阿、又は必要な訂正を加えて使用すること。
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あるc

（注2） 例えば、血こんが付着している日本刀であれば、 「日
本刀（刃渡り約50センチメートル）黒さや付き、刃部
に血こん付着」と記載し、また、腕時計であれば、 「男
物腕時計（セイコー791874)」と製造会社名や時計裏側
に打刻されている番号も記載する。証拠金品総目録等
に記載されている品名をそのまま書き写すのではなく
証拠品をよく確認してその特徴や形状といった特定に
必要な事項を記載しなければならない。

(3) 領置番号

領置票等には、進行番号が付されるがfこの進行番号を領

置番号という （実務上「領番」 と略称する。 ）。

領置番号は、事件記録ごとに1番号を付し、暦年ごとに改

める（規程第6条）。領置番号は、 「令和○年領第○○号」 と
呼称する。

同一領置番号で受け入れた証拠品が複数ある場合には、

整理の都合上、更に証拠品ごとに番号を付ける。この番号を

「符号」 といい、 「符第○号」 と呼称する。
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4領置番号等の表示

（1） 領置票等を作成したときは、領置票整理簿（規程様式3号）

に所定の事項を登載し、証拠金品総目録及び差押調書、記録

命令付差押調書又は領置調書の押収関係書類に領置番号及

び符号を記入する（規程第7条)。

（2） 証拠品は、その形態に応じ、必要に応じて証拠品袋（規程

様式5号の1から3まで）に入れるほか、荷札（規程様式4

号の1）やレッテル（規程様式4号の2及び3）を付ける。

証拠品袋、荷札、レッテルには、被疑者等の氏名、領置番

号、符号を記載するほか、貴重品、破損しやすい物、取扱い

上危険な物及び覚醒剤、麻薬その他これに類するものにつ

いては、事故防止のためその旨を証拠品袋等に朱書表示し

て特に注意する （規程第8条第1項、第3項)。
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領置番号及び符号は、事件と証拠品との結び付きを明ら

かにするものであるから、 これらの番号の表示に当たって

は、誤記のないように十分注意しなければならない。

5 立会封金

証拠品が通貨であるときく注)は、他の証拠品と異なる特別の

保管方法をとる。すなわち、通貨を受け入れたときは、証拠品

担当事務官は．符号ごとに特定の封筒（規程様式6号）に被疑

者等の氏名、領置番号、符号、総金額、通貨の種類及び数量を

表示し（規程第8条第4項）、 これに通貨を入れて所属課長等

立会の上で、通貨の金額、種類及び数量を確認したのち封をし

て、その封をした部分と封筒の合わせ旨に証拠品担当事務官及

び所属課長等がそれぞれ押印する（規程第15条)。この取扱方

法を『立会封金」 という。

このような厳重な取扱いをするのは、通貨自体が証拠となり、

代替性がないので、他の通貨との混同を避け、証拠を保全する

ためであるとともに、事故防止のためでもある。

（注） 例えば、贈収賄罪の賄賂である現金、公職選挙法違反事件
の買収等の現金などで、 これを「押収物たる通貨」 という。

6 換価代金

前記第1で説明した換価代金は、会計機関たる歳入歳出外現

金出納官吏が保管するので、換価代金を受け入れたときは、保

管金提出・受入通知書（規程様式7号）に必要事項を記入して

検察官の押印を受け、 これを換価代金及び領置票と共に歳入歳

出外現金出納官吏に送付する（規程第9条） （注)。

（注） 換価代金は、特定の物の代価であって、金額として特定さ
れているにすぎないので、立会封金のような取扱いはしない。

第5保管事務

1 ．証拠品の保管

受入手続を終えた証拠品は、証拠品の滅失等を防ぐとともに、

証拠品の仮出事務（後記第6、 2参照）の円滑化を図る目的で

保管する。

換価代金以外の証拠品は、証拠品担当事務官が保管し（規程

第13条）、換価代金は、歳入歳出外現金出納官吏が保管する（規

程第14条)。

証拠品の保管に当たっては、証拠品は、事件究明のための重

要な資料や裁判の執行に関して必要な資料であって代替性の

ないものであり、また、私有財産であって、国は押収により占

有を取得しているにすぎないものであるから、滅失、破損はも

ちろん、可能な限り押収時の状態を損なわないよう証拠価値の

保全と財産的価値の保全に十分配意しなければならない（刑訴

規則第98条、規程第2条)。

2 保管場所及び方法．

（1） 換価代金を除いて、証拠品は、倉庫又はこれに代わる施錠、

防犯設備等のある場所に納めて保管する （規程第16条第1

項）。

特に、通貨、証券、貴金属その他貴重品と認められる物や

劇毒物、拳銃その他の取扱い上危険と認められる物及び覚醒

剤、麻薬その他これに類する物は、いわゆる特殊証拠品とし

て、金庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設

備に収納して保管する（規程第16条第2項)。

証拠品担当事務官は、特殊証拠品を保管する場合には、特

殊証拠品保管簿（規程様式9号）に所定の事項を登載してそ

１
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１
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の保管状況を明らかにすることとされている（規程第17条)。

また、腐食、変形、変質等のおそれのある証拠品の保管に

当たっては、倉庫内の通風をよくするなどして、防じん、防
湿にも注意する。

(2) 運搬又は保管に不便な証拠品等は、事件の送致を受けた検
察庁以外の場所で保管する場合がある。 これを「庁外保管j
という。

庁外保管の例としては、鑑定中の覚醒剤や運搬困難な重量

物（例えば、自動車や重機類）、爆発物などの危険物等があり、
これらの多くは送致宮署等の捜査機関において保管するこ
とが多い。

また、運搬又は保管に不便な証拠品で押収物の証拠価値、
財産的価値を保全するのに、検察庁や警察などの捜査機関が

直接保管するよりも、その他の者が保管することが適当であ

る場合には、押収物の所有者、その他保管をするのに適当な

者に、その承諾を得て． 当該証拠品を保管させることができ

ることとされている（刑訴法第222条第1項、第513条第1

項、第121条第1項)。このように、証拠品の保管を委託する

ことも庁外保管の一形態であるが、特に「証拠品の保管委託」
という（注)。

なお、換価代金は、歳入歳出外現金出納官吏が日本銀行に
預け入れて保管する。

（注〉 庁外保管、保管委託の手続等につき、刑訴法第222条
第1項、第513条第1項、第121条第1項、規程第68条
から第73条までを参照。

第6 処分事務

事件が終結したとき又は事件終結前であっても保管を継続す

る必要がなくなったときは、証拠品を処分する。証拠品は、検察

官が処分する。

証拠品を処分するときは、証拠品担当事務官は、事件記録等を

調査した上、領置票等の命令要旨欄に検察官のなすべき命令の要

旨を記入し、 これを検察官に提出し（規程第20条）、検察官の命

令印の押なつを受けて処分する。

処分の態様としては、還付、仮還付、売却、歳入編入、廃棄、

引継ぎ等があるが、そのうちの主なものについて説明する。
1 証拠品の還付

（1） 差出人還付

還付とは、押収を解くことで、押収前の状態に戻すこと（原

状回復）であるから、原則として、被押収者（｢差出人」 と

いう。）に還付する。これを「差出人還付」 という。

（注） 差出人が還付を希望しないときは、次の手続をとる。
①差出人が所有者でない場合は．所有者に還付する。
②差出人が所有者である場合は、所有権放棄書（規程
様式26号）を徴する（例外的に、供述調書にその旨を
録取してこれに代えることができる。） （規程第44条第

1項)。所有権放棄によりその証拠品は、国庫に帰属す
る。

（2） 被害者還付

証拠品の還付は、差出人還付が原則であるが、例外として、

被害者に還付しなければならない場合がある。すなわち、刑

訴法第222条第1項､第124条第1項は､「押収した臓物(注）

で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明

らかなときに限り …これを被害者に還付しなければなら
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ない。」 と短定しているので、 これに該当する場合には、被
害者に還付する。

なお、被害者還付をするときは、 「被害者に還付すべき理

由が明らかなとき」に該当するかどうかが問題となるので、
特に慎重に行う必要がある。

（注） 「臓物」とは、窃盗、強盗、詐欺‘横領等の財産罪の犯
罪行為により不法に領得された財物で、被害者が法律上
追求することができるもののことをいう。

(3) 還付手続

ア証拠品担当事務官は、証拠品を還付する場合には、受還

付人の出頭を求める方法のほか、受還付人の住所等に証拠
品を持参し、本人又はその代理人に対し本人であること又

は代理権を有することを確認して交付する方法がある（規
程第49条第1項)。還付に当たっては、身分証明書、運転
免許証等により本人又は代理人等であることを確認した
上、還付する（注1）。

還付したときは、受還付人から還付請書(規程様式29号）
を徴する（規程第47条第1項)。

受還付人の所在が不明等の場合には、還付公告をする

（刑訴法第499条第1項、第2項、第513条第9項） （注

2）。公告をした日から6か月以内に還付の請求がないとき

は、その物は、国庫に帰属する（刑訴法第499条第3項)。

（注1） このほかにも、証拠品を郵便その他の方法により
送付して還付するのを相当と認める場合には、郵便
等による送付還付の方法も活用できる（規程第50
条）。

（注2） 還付公告には、検察庁の掲示場に掲示する方法及
び官報に掲載する方法の2種類がある。

イ証拠品が記録媒体(USBメモリやDVD-ROM、HDD、 SSDな

ど）である場合（刑訴法第218条第2項、第509条第2項

参照）、被差押者に対して交付する処分を行う。

証拠品担当事務官は、記録媒体を交付すべき旨の命令を

受けたときは、被差押者に当該記録媒体を交付し、交付請

書（規程様式36号の3）を徴する （規程第53条の2第1

項）。

なお、還付ではないが、証拠品担当事務官は、電磁的記

録の複写をすべき旨の命令の記載された領置票を受領した

ときは、その複写をし、被差押者から複写電磁的記録請書

（規程様式36号の8）を徴するとされている （規程第53

条の6第1項)。

証拠品の仮出し及び裁判所提出

） 検察官が捜査等のため証拠品を必要とする場合には、証拠

品担当事務官に連絡してその証拠品を取り寄せる。このこと

を「仮出し」 という。検察官は、証拠品の仮出しをするとき

は、証拠品仮出票（規程様式10号）を作成して、これを証拠

品担当事務官に交付して必要な証拠品の仮出しをする（規程

第22条第1項、第2項)。

証拠品担当事務官が検察官に対して仮出しした証拠品の

返還を受けたときは、証拠品仮出票に返還年月日を記入して

押印の上、証拠品仮出票の乙片を検察官に返還する（規程第
22条第3項)。

証拠品仮出票は、証拠品の授受を明確にするために作成す

るものである。

検察官が仮出しした証拠品（換価代金を除く。）を裁判所に
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53条）を行い、売却代金は、歳入金として国庫に入る。

(2) 廃棄処分

証拠品が無価物であるときは、廃棄する。前記のとおり、

有価物であっても、危険物等は廃棄する（規程第30条第1

項、第45条、第53条)。

証拠品担当事務官は、 「没収につき無価物廃棄」、 「没収に

つき破壊（廃棄)」あるいは「所有権放棄につき無価物廃棄」

等の処分命令を受けたときは、没収物を適宜な方法によっ

て破壊又は廃棄する （規程第30条第2項、第45条、第53

条）。

廃棄処分は、証拠品の原形が完全に失われる方法で行う

べきであり、他に散逸したりすることのないように注意し

なければならない。

廃棄処分は、焼却、破壊、溶解等その証拠品に最も適した

方法により行い、破壊等のため専門的技術を要する場合、例

えば、火薬類などの廃棄については、火薬類の廃棄が可能な

処分業者に委託して廃棄し(注)、また、刀剣類は、再使用さ

れないよう切断又は破壊することとなるが、検察庁におい

てその処分ができないときは、施設を有する最寄りの刑務

所に持参し、又は業者に委託して、検察事務官立会の上処分

する。

（注） 平成22年3月31日付け刑事局総務課補佐官事務連絡
参照

(3) 歳入編入処分

ア証拠品が通貨（外国通貨を除く。）及び換価代金である

ときは、歳入編入の処分をする（規程第31条第1項、第

提出したときは、裁判所から交付を受けた押収目録等を証拠

品担当事務官に交付する（規程第24条第1項)。

押収目録等の交付を受けた証拠品担当事務官は、証拠品仮

出票の「裁判所提出」欄に提出年月日を記入して押印した上、

その乙片を検察官に返還するとともに、領置票の命令要旨欄

に裁判所提出の旨を記入して検察官の押印を受け、押収目録

等を保管する（規程第24条第2項)。

3 国庫帰属証拠品の処分

没収の裁判(注)の確定、所有権放棄又は還付公告期間満了に

より国庫に帰属した証拠品の主な処分方法は、次のとおりであ

る。

（注） 没収は、判決（又は略式命令）の主文で、 「押収してある

○○（令和○年領第○号）は、没収する。」旨言い渡される。

没収の裁判が確定すると、その没収物の所有権は．国に帰

属する。

（1） 売却処分

証拠品が有価物であるときは売却する。しかし、有価物で

あっても、危険物その他破壊し、又は廃棄すべき物であると

きは、廃棄処分とする（規程第29条第1項、第45条、第53

条)。爆薬やわいせつ物がその適例である。

売却の処分をするときは、証拠品担当事務官は、 「没収に

つき売却」、 「所有権放棄につき売却」、 「還付公告期間満了に

つき売却」の処分命令の記載された没収領置票、領置票又は

裁判執行領置票を契約担当官に提出する。

契約担当官は提出のあった当該領置票を確認して押印し

た後、証拠品担当事務官に返還し、会計法規にのっとり売却

の手続（規程第29条第2項から第6項まで、第45条、第
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執行領置票を受領した場合において、その処分が国有財産

法（昭和23年法律第73号）第2条に掲げる物以外の引継

ぎであるときは、 引継書（規程様式17号）により没収物

の引継ぎをする（規程第33条第2項、第45条、第53条)。

ウ 証拠品担当事務官は、規程別表第2に規定された処分を

すべき旨の命令の記載された没収領置票、領置票又は裁判

執行領置票を受領した場合において、その処分が国有財産

法第2条に掲げる物の財務局長への引継ぎであるときは、

その処分命令の記裁された当該領置票を国有財産事務分

掌者（検察庁に所属する国有財産に関する事務を分掌する

検事総長、検事長及び検事正をいう。）に提出する （規程

第33条第3項、第45条、第53条）。

(5) 犯罪被害財産である没収物及び国際刑事裁判所に対する

執行協力の実施に係る没収物の処分

ア組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法

律（平成11年法律第136号。以下「組織的犯罪処罰法」

という。）第13条第3項の規定による没収に係る裁判の執

行により、国庫に帰属したものであるときは、有価物は規

程第29条の規定に準じて売却して得られた金銭を、没収

物が通貨又は換価代金であるときはその価額を、犯罪被害

財産支給手続を行う検察官に、犯罪被害財産等による被害

回復給付金の支給に関する法律（平成18年法律第87号）

に規定する給付資金として引継ぐﾞ （規程第33条の2第1

項）。

イ 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律（平成19

年法律第37号）第42条第1項第2号の規定による没収

32条第1項、第45条、第53条）。

イ 証拠品が通貨であるときの歳入編入の処分は、飽くまで

も現在国内で流通している通貨が対象となる。したがって、

国内で流通していない通貨については、規程上「通貨」 と

しては扱わず、原則、有価物として売却処分する（規程第

29条、第45条、第53条）。

証拠品担当事務官は、通貨について歳入編入の処分をす

る旨の命令を受けたときは、立会封金を開封して、これを

没収領置票、領置票又は裁判執行領置票と共に収入官吏に

送付する。収入官吏は、当該領置票等を確認した上で押印

して証拠品担当事務官に返還し、その通貨を日本銀行に払

い込み歳入に編入する。

ウ 証拠品担当事務官は、換価代金について歳入編入の処分

をする旨の命令を受けたときは、当該領置票を歳入徴収官

に送付する。歳入徴収官は当該領置票に押印して歳入歳出

外現金出納官吏に送付する。歳入歳出外現金出納官吏は保

管金提出・受入通知書を整理し、当該領置票に押印して証

拠品担当事務官に返還するとともに、換価代金について歳

入編入の手続をとる。

(4) 引継処分

ア国庫に帰属した証拠品のうち、特定の証拠品は、それが

有価物であると無価物であるとを問わず、規程別表第2に

規定する引継ぎその他同表に定める処分をする （規程第

33条第1項、第45条、第53条）。

イ 証拠品担当事務官は、規程別表第2に規定された処分を

すべき旨の命令の記載された没収領置票、領置票又は裁判
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第5章執行事務に係る裁判の執行により、国庫に帰属したものであるとき

は、同法に規定する執行協力の実施に係る財産として引継

書により検事正に引き継ぐこととなる（短程第33条の3
第1項)。

(6) 没収された電磁的記録の消去等

没収物が電磁的記録に係る記録媒体に記録された電磁的

記録であるときは、刑訴法第498条の2第1項の規定によ

り、消去又は不正に利用されないようにする処分（以下「消

去等」という。）をする（規程第41条の2第1項)。

証拠品担当事務官は、消去等をしたときは、消去等調書

（規程様式24号の2）を作成して検察官に提出し、これを事

件記録に編てつする（規程第41条の2第2項)。

第1 執行事務

執行事務は、裁判の把握並びに死刑及び自由刑(注)の執行に関

する事務である。

執行事務は、死刑及び自由刑の執行という、人の生命又は自由

の剥奪を内容としており、人権に直接影響を及ぼすものである．た

め、執行担当事務官が行う事務処理は、迅速かつ適正でなければ

ならない。

（注） 自由刑とは、懲役、禁銅及び拘留をいい、人の身体の自由を

拘束する刑罰であるところから、 自由刑と呼ばれる。

なお、令和4年6月13日に成立した刑法等の一部を改正す

る法律（令和4年法律第67号）により、懲役及び禁鋼が廃止

され、これに代わるものとして拘禁刑が創設された。同法は、

令和7年6月1日に施行される。

第2 執行事務の準則

執行事務の取扱手続は、執行事務規程（以下、この章において

単に「規程jという。）により定められている。この規程は、裁判

の把握並びに死刑及び自由刑の執行に関する事務の取扱手続を

規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もっ

てその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的としている

（規程第1条)。
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第7 再審のための国庫帰属証拠品の保管

再審の請求・再審開始決定があった場合又は被告人や弁護人の

言動、記録担当事務官からの通知等により再審の請求が予測され

る場合には、検察官の指示に従い、国庫に帰属した証拠品につい

て廃棄等の処分をすることなく、相当の期間保管することとされ
ている （規程第88条から第90条まで)。

’

第3 裁判の把握

1 裁判結果管理

終局裁判（注）の宣告があったときは、公判立会検察官にお

いて裁判要旨その他所定の事項を記入した裁判結果票（甲）（事
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件事務規程様式183号）が公判担当事務官に送付され（事件事
務規程第139条第1項）、その裁判結果票（甲）の送付を受け
た公判担当事務官は、検察システムにより裁判結果に関する事
項を管理するとともに、その裁判結果を速やかに執行担当事務
官に通知する（同条第2項）こととされているので、執行担当
事務官は、その通知があったときは、検察システムにより、当
該終局裁判の結果の内容を管理する（規程第3条前段。この場
合、公判担当事務官は、公判受理情報を基に裁判結果情報を作
成する。）。

（注） 終局裁判とは、有罪・無罪の判決はもとより、免訴、公訴
棄却、管轄違いの判決等当該審級を離脱せしめるような全
ての裁判をいう。

2 裁判結果の確認

執行担当事務官は、公判担当事務官から終局裁判の結果の通
知があったときは、検察システムにおいて、公判担当事務官が
公開をした裁判結果情報を検索し、執行情報として仮登録した

上で、裁判結果情報を基に、その内容に誤りがないかどうか裁
判所に照会して確認する。内容に誤りがない場合には仮登録し
た執行情報の公開をする（規程第3条後段)。

このように特に慎重な取扱いをするのは、人権に直接影響を

及ぼすため適正に行われることが求められる執行事務は、公判
担当事務官の作成する裁判結果情報を基に作成された執行情
報により行われることとなるので、特にその内容が正確でなけ
ればならないからである。

第4裁判の執行

1 裁判の執行

裁判の執行とは、国家の強制力により裁判（判決・決定・命

令）の内容を実現することをいう。

裁判は、確定した後、執行する（刑訴法第471条)。例外とし

て、確定を待たずに直ちに執行できる場合と、確定しても直ち

に執行できない場合とがある（注)。

（注） 確定を待たずに直ちに執行できる例としては、仮納付の
裁判があり、罰金等について仮納付の銭判があれば、直ち
に執行できる（刑訴法第348条第3寝)。また、確定しても
直ちに執行できない例としては死刑の判決があり、死刑の
判決が確定しても、法務大臣の命令がなければ執行できな
い（刑訴法第475条第1項)。

2裁判の確定

裁判の確定とは、裁判がもはや通常の上訴（控訴、上告、抗

告）又はこれに準ずる不服申立てによって争うことができなく
なった状態をいう。

裁判確定の一般的な場合は、次のとおりである。

（1） 上訴提起期間の経過による確定

上訴提起期間が、上訴の申立て又は上訴の放棄がなく経過

したときは、裁判は確定する（注)。実務上、この場合を「自

然確定」 という。

（注） 地方裁判所等がした第一審の判決に対しては控訴するこ
とができ（刑訴法第372条）．控訴の提起期間（14日、刑訴
法第373条）内に控訴の申立て又は上訴の放棄がなかったと
きは、控訴提起期間の経過により、第一審の判決は確定する。
この場合の判決確定の日は、判決宣告の日の翌日から起算
して14日を経過した15日目である。

なお、上訴提起期間（刑脈法第358条）の計算は、初日（判
決宣告の日などの裁判が告知された日）は算入しない（刑訴

’
＆

’
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法第55条第1項)。また、期間の末日が日暇日、土曜日、国
民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定す
る休日、年末年始（1月2日、 3日又は12月29日から31
日まで）に当たる場合には、その日を期間に算入しない（刑
訴法55条第1項、第3項。例えば、判決宣告の日の翌日か
ら起算した控解提起期間の満了日である14日目が土・ 日や
休日であった場合には、その休日等の翌日が満了日となる。）
ので、注意を要する。

(2) 上訴の放棄による確定

検察官・被告人の双方が上訴の放棄(注>をしたときは、裁
判は確定する。この場合、双方の放棄の日が異なる場合は、
後の放棄の日が裁判確定の日となる。

（注） 刑訴法第359条以下参無。

(3) 上訴の取下げによる確定

上訴提起期間内に、上訴の申立てをし、かつ、取下げをし

た場合は、当事者の一方が上訴権を放棄しない限り、上訴提

起期間の経過により、裁判は確定する（結果として自然確定
と同様となる（注1）。）。

上訴提起期間経過後に上訴の取下げがあった場合には、
その取下げの日が裁判確定の日となる（注2）。

（注1） 例えば、判決の宣告の日に被告人が控訴を申し立て
たところ、宣告の日から7日経過した日にその控訴を
取り下げた場合、被告人の上訴権は消滅し （刑訴法第
361条）、検察官が上訴権を放棄しない限り、上斫期間
の満了をもって、 自然確定の場合と同様にその裁判は
確定する。

（注2） 稜察富・被告人の双方が上訴の申立てをしている場
合は、その一方のみが取下げをしても裁判は硫定しな
い。また、双方が取下げをしたときは、後の取下げに
より確定する。このように事案によって異なるので、
個々の事件について十分吟味する必要がある。

検察官による裁判の執行指揮

裁判の執行は、原則として、その裁判をした裁判所に対応す

る検察庁の検察官が指揮する （刑訴法第472条第1項）(注1）。

上訴の裁判又は上訴の取下げにより下級の裁判所の裁判が

確定し、これを執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察

庁の検察官が執行指揮をする。ただし、訴訟記録が上訴裁判所

に送付されないうちに上訴の取下げがあったときは、訴訟記

録のある下級の裁判所に対応する検察庁の検察官が執行指揮

をする（刑訴法第472条2項） （注2）。

このように、刑訴法第472条の規定により刑の執行指揮を

すべき検察官を「執行指揮検察官」という （規程第9条)。

（注］） 例えば、東京地方裁判所で懲役2年の判決があり．控

所することなく確定した場合には、対応する東京地方検

察庁の検察官がその刑の執行指揮をする。

（注2） 例えば、東京簡易裁判所.で懲役1年の判決があり、被

告人が控訴申立てをした場合、訴訟記録が東京高等裁判

所に到達した後に控訴を取り下げたときは、東京高等裁

判所に対応する東京高等検察庁の検察官が執行指揮をす

る。また、訴訟記録が東京簡易裁判所にあるうちに控脈

を取り下げたときは、東京簡易裁判所に対応する東京区

検察庁の検察官が執行指揮をする。

執行指揮の方式

刑の執行指揮は、書面でこれをし、その書面に裁判書又は裁

判を記載した調書の謄本又は抄本を添付しなければならない

（刑訴法第473条)。

この執行指揮を行うべき書面としては、死刑の執行指揮につ

いては死刑執行指揮書(規程様式4号）が、 自由刑の執行指揮

については執行指揮書(規程様式10号）が定められている。

3

4
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5 執行機関

死刑及び自由刑の執行機関は、刑事施設職員である。したが

って、死刑執行指揮書及び執行指揮書の宛先は、刑務所長又は

拘置所長等刑事施設の長である。
6 執行方法

（1） 死刑

死刑は、刑事施設内の刑場において、絞首して執行する（刑

法第11条第1項、刑事収容施設法第178条第1項)。死刑

の執行は非公開であり、立会するのは、検察官、検察事務官

及び刑事施設の長又はその代理者である（刑訴法第477条）。
(2) 懲役

懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる（刑法
第12条第2項)。

(3) 禁銅

禁銅は、刑事施設に拘置する（刑法第13条第2項)。刑務

作業に従事することを願い出て許されたときは、就業する
（刑事収容施設法第93条)。

(4) 拘留

拘留は、刑事施設に拘置する． （刑法第16条)。就業につい

ては、禁銅と同様である（刑事収容施設法第93条)。

訴訟記録（裁判所不提出記録を含む｡）及びその裁判書の謄本

2部を添えて提出し、死刑執行に関する上申をする（規程第9

条)。

2 死刑の執行指揮

法務大臣が死刑の執行を命じたときは、5日以内にその執行

をしなければならない（刑訴法第476条)。

検察官は、法務大臣から死刑の執行命令があったときは、死

刑執行指揮書により、死刑囚が収容されている刑事施設の長に

対し死刑の執行を指揮する （規程第10条第1項)。

死刑の執行に立ち会った検察事務官は、死刑執行始末書（規

程様式5号）を作成する（刑訴法第478条、規程第10条第2

項)。

3 法務大臣に対する報告

死刑の執行指揮検察官は、死刑の執行をしたときは速やかに

その旨を法務大臣に報告する（規程第14条第1項第5号)。

4 死刑執行についての管理

死刑の執行が指揮されたとき、執行されたとき又はその執行

指揮が嘱託されたとき及びその嘱託に係る手続が終了した旨

の回答があったときば、執行担当事務官は、検察システムによ

り死刑執行に関する事項を管理する （規程第15条)。

この場合、死刑の執行指揮検察官の属する検察庁の執行担当

事務官I主執行情報の「執行指揮」欄に刑執行指揮年月日、執

行指揮検察官．執行指揮先（拘置所)、執行指揮嘱託年月日そ

の他死刑の執行に関する事項を入力する。

’

第5 死刑の執行

1 死刑執行の上申

死刑は、法務大臣の命令によって執行するので、執行指揮検

察官の所属する検察庁の長は、死刑の判決が確定したときは、

法務大臣に対し、死刑執行上申書（規程様式3号）に刑事確定

－
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第6 自由刑の執行

1 執行指揮

懲役、禁鍾又は拘留の判決が確定したときは、検察官は、執

行指揮書により、刑の執行を指揮する（刑訴法第473条本文、
規程第19条第1項)。

執行を指揮する検察官は、前記第4、 3で述べた執行指揮検

察官又はその検察官から執行指揮の嘱託を受けた検察官であ
る。

2 執行指揮書

執行指揮書は、刑の執行を受ける者ごとに作成する。

執行指揮書を作成する場合には、判決謄本又は判決抄本等に

より、刑の執行を受ける者の氏名、生年月日 （年齢）、執行す

べき刑名・刑期、確定の日、刑期の起算日（注』）、未決勾留日

数の通算日数(注2）等の記載を正確にし、必要があるときは、
関係記録も調査する （規程第19条第2項)。

執行指揮書には、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は

抄本を添付する（刑訴法第473条本文)。

（注1） 通常「刑の起算日」という。 「刑の起算日」は被告人の
拘禁状況等により異なるので注意を要する。①執行指揮
する刑の事件で勾留されている場合には、裁判確定の日
が刑期の起算日となり （刑法第23条）、②他の事件で勾
留中の者については、執行指揮の日、③不拘禁の場合に
は、実際に刑事施設に収容した日、④収容状を執行した
上で刑事施設に収容した場合は、収容状を執行した巳、
がそれぞれ刑期の起算日となる。

なお、別件の事件で服役中の者については．刑の起算
日欄は空欄とし、備考棚に「服役中の刑に引き続き執行」
すべき旨を記戦する。

4 （注2） 戟行指椰書の通算期間を記載する箇所には、 「裁定未決
○日算入」、 『法定未決○日通算」のように本刑に通算され

る未決勾留日数を記戦する。刑法第21条による算入を

「裁定算入」、刑訴法第495条による通算を「法定通算」

という。法定通算日数は、控訴又は上告申立期間の経過に

よるいわゆる自然確定の場合には、同条第1項の規定に

より、判決言渡しの日から確定日の前日までの期間の日

数（通常15日）である。

なお、 「未決勾留日数の本刑通算jとは、通算された日

数だけ刑の執行を受け終わったものとみなすことであり

例えば、通算日数が30日であれば、 30日分刑の執行を

受け終わったものとみなされるので、残りの刑期を受刑

することとなる。
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3 拘禁中の者に対する執行指揮

拘禁中の被告人につき、懲役、禁銅又は拘留の刑が確定した

ときは、検察官は、速やかにその者が収容されている刑事施設

の長に対して、その刑の執行を指揮する（規程第17条第1項)。

4 不拘禁の者に対する執行指揮

懲役、禁銅又は拘留の刑の言渡しを受けた者が拘禁されてい

ないときは、検察官は、執行のため呼び出し（刑訴法第484条

前段。なお、同条による呼出しを書面でするときは、封をした

呼出状（規程様式9号）による （規程第18条第1項)。 ）、本

人が出頭したときは、言渡しを受けた本人であることを確認し

た上、刑事施設の長に裁判書の謄本が添付された執行指揮書と

ともに身柄を引き渡し、刑の執行を指揮す．る （規程第18条第

2項)。実務上は、検察事務官が刑事施設に護送している。こ

の場合、手錠の使用等強制力を行使することができる。

5 －部執行猶予刑の執行指揮

刑法第27条の2第1項（薬物使用等の罪を犯した者に対す

る刑の一部の執行猶予に関する法律（平成25年法律第50号）

第3条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規

定によりその一部の執行を猶予された刑（以下「一部執行猶予

刑」という。）の執行指揮については、基本的には、通常の自由

刑の執行指揮に関する規定に基づいて執行指揮を行う。

6 逃亡者に対する処置

（1） 収容状の発付

死刑又は自由刑の言渡しを受けた者が、呼出しに応じない

とき、逃亡したとき又は逃亡するおそれがあるときは、検察

官は、直ちに収容状（刑訴法第487条、規程様式12号）を

様式輔10号（刑訴法第473条、規渥鋪19条、姉21条、第34条）

執行指揮 書

令和6年1月11日

△△拘置所長 壁

○○地方検察庁ロロ支部

検察官検事 西東花子④

次の者に対し､別紙判決謄本のとおり裁判が確定したから､直ちに執行されたい．

氏 名 甲野一郎 （昭和46年11月8日生52歳）
執行すべき刑名刑期

懲役1年

１
２

3通算期間 入
算
日
日

算
通
１
１

日
日
１
１

０
５
月
月

３
１
１
１

決
決
年
年

鐸
毒
祇
証
し

裁
法
令
令
な

4確定の日

5刑の起算日

6前 科

7処遇上の参考事項

別添処遇上の参考事項調査票のとおり

8傭 考

令和5年10月 6日勾留

令和5年12月27日判決言渡

（取扱者印③ ）

(注彦） 1戒判香若しくは裁判を記稜した飼書の雁本又は抄本を張付し, 『別緩判決』の吹にその区別を記
蛍すること。

2刑の一部の執行猶予が付された齪判である湖合は、敦行すべき刑名刑期欄に執行すべき刑名刑期
を記載し、その録こ『<一部執行猶予刑の実刑部分>‐又は『(一部執行猶予刑の猶子部分)jを付記
するとともに、備考欄に言渡しのあった刑名刑期等を記載すること。
3規程第17条第2項の規定により執行の指押をする場合には､必要永師正を加えて使用すること

4 4窮例に応じ、不要の文字を削る二と．
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第7発付し （刑訴法第484条後段、第485条） 、検察事務官又は

司法警察職員に対してその執行を指揮する （規程第21条第

1項）。

検察事務官又は司法警察職員は、収容状を執行したときは、

速やかに身柄を検察官に引致しなければならない（注)。

検察官は、身柄の引致を受けたときは、執行指揮書により

刑の執行指揮をする （規程第21条第4項）。

（注） 収容状の執行については、 勾引状の執行に関する規定

が準用される （刑訴第489条、第73条第1項）。

（2） 検事長に対する収容の請求

死刑又は自由刑の言渡しを受けた者の現在地が分からな

いときは、検察官は、検事長に刑事施設への収容の請求をす

ることができる （刑訴法第486条第1項)｡

収容の請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状

の発付を命じなければならない（刑訴法第486条第2項）。

この場合の収容の請求は、収容請求書（規理様式16号）

により行い（規程第21条第2項）、検事長がその管内の検察

官に収容状の発付を命ずるときは、収容状発付命令書（規程

様式l8号）によってなされる （規程第21条第3項）。

7 自由刑の執行についての管理

自由刑の執行指揮がなされたときは、検察システムによりそ

の旨を管理する。

この場合、執行担当事務官は、検察システムの執行情報の「執

行指揮」欄に刑執行指揮年月日、執行指揮検察官、執行指揮先

｛刑事施設)、執行すべき刑名刑期、未決勾留日数、刑の起算日、

時効期間満了日その他刑の執行指揮に関する事項を入力する。

その他の事務

死刑及び自由刑の執行に関連する主な事務は、次のとおりであ

◎

刑の執行停止

(1) 死刑の執行停止

死刑の言渡しを受け_た者が心神喪失の状態に在るとき又

は死刑の言渡しを受けた女子が懐胎しているときは、法務大

臣の命令によって死刑の執行を停止する（刑訴法第479条第

1項、第2項）。

死刑の執行指揮検察官は、このような死刑の執行を停止す

る事由があると認められるときは、直ちに法務大臣に報告し

てその指揮を受け（規程第29条第1項） 、法務大臣から死刑

の執行を停止する命令があったときは、刑の執行停止書（規

程様式26号）を作成し、死刑確定者が収容されている刑事

施設の長に死刑の執行を停止した旨を通知する。この場合に

おいて、既に死刑の執行指揮がなされているときは、その執

行を停止する旨を直ちに指揮する （規程第29条第4項)。

死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復し

た後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ執行できな

い（刑訴法第479条第3項）。

2） 自由刑の執行停止

自由刑の執行停止には、法律上必ず執行を停止しなければ

ならない場合（実務上「必要的刑の執行停止」 という。） と、

検察官の裁量によって執行を停止する場合（実務上「任意的

刑の執行停止」 という。）がある。

ア必要的刑の執行停止

る
１

’
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自由刑の言渡しを受けた者が心神喪失の状態に在ると
きは、その状態が回復するまで刑の執行を停止しなければ
ならない（刑訴法第480条)。

検察官は、刑事施設の長又は刑の言渡しを受けた者の関
係人から、刑訴法第480条に規定する事由による自由刑の
執行停止の上申があったときは、その事由を審査し（規程
第30条第1項）、その事由があると認めたときは、刑の執
行停止書を作成する（規程第30条第2項)。その者が刑事
施設に収容中のときは、釈放指揮書により、刑事施設の長
に対し、釈放の指揮をする。その指揮書には、刑の執行停
止書の謄本を添付する．（規程第30条第3項)。

なお、必要的刑の執行停止は、検察官が自ら職権で行う
場合もある（規程第30条第4項)。
イ任意的刑の執行停止

自由刑の言渡しを受けた者が、刑の執行によって、著し
く健康を害するとき又は生命を保つことのできないおそ
れがあるときなど、刑訴法第482条各号所定の事由がある
ときは、刑の執行を停止することができる。

検察官は、刑事施設の長、刑の言渡しを受けた者又はそ

条第3項、第4項)。

ウ刑の執行停止の事由がなくなったときには、検察官は直

ちに、刑の執行停止取消書（規程様式32号）を作成し、 当

該取消書の謄本を添付した残刑執行指揮書(規程様式33号）

又は執行指揮書により刑事施設の長に対して刑の執行を

指揮する（規程第34条第1項)。

エ刑の執行停止をしたときは、刑の時効の進行は停止する

（刑法第33条第1項)。

2 刑の執行順序の変更

二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除き、重いものを先

に執行する（刑訴法第474条本文）が、検察官の裁量によって

重い刑の執行を停止して、他の軽い刑の執行をすることができ

る（刑.訴法第474条ただし書)。 これを刑の執行順序変更とい

う。

刑の執行順序変更を行うのは、主として、受刑者に仮釈放の

資格を早く取得させるためである（注)。

刑事施設の長から刑の執行順序変更の申請があった場合、検

察官は、その事由を審査し（規程第39条第1項）、その事由が

あると認めるときは、刑の執行指揮前であれば、刑の執行順序

変更書（規程様式37号）を作成し（規程第39条第2項）、刑

の順序変更をされる者がその刑の執行を受けているときは、刑

の執行順序変更指揮書（規程様式38号）により、その者が収

容されている刑事施設の長に対しその指揮をする（規程第39

条第3項)。

（注） 例えば、懲役2年と懲役1年の刑があり、重い懲役2年の

刑を先に執行している場合．行刑成績が良好であれば、その

刑期の3分の1を経過した後仮釈放が許される（刑法第28条）

’

の関係人から刑訴法第482条各号に規定する事由による
自由刑の執行停.止の上申があったときは、その事由を審査
し（規程第31条第1項）、その事由がある場合であって、
刑の執行を停止するのが相当であると認めるときは、刑の
執行停止書を作成する（規程第31条第2項)。この場合の
釈放の手続及び検察官が自ら職権で行う場合があること
については、必要的刑の執行停止と同様である（規程第31

4

－
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(注） 刑法第26条の2第2号又は第27条の5第2号による

刑の執行猶予言渡しの取消請求をする場合には、その保

謹観察を実施している保護観察所長の申出を必要とする

（刑訴法第349条第2項)。

ので、懲役2年の3分の1、すなわち8か月を経過した時点

で刑の執行順序を変更し、第2刑である懲役1年の刑の執行

に着手すれば．その刑期の3分の1 、すなわち4か月を経過

することにより．両刑につき仮釈放の要件を満たすこととな
る二

(2) 取消決定後の手続

刑の.執行猶予の言渡しの取消決定があり確定したときは、

検察官は、速やかにその刑の執行を指揮する。この場合、執

行指揮書には、刑の執行猶予の言渡しをした裁判書の勝（抄）

本のほかに、刑執行猶予言渡し取消決定の謄本を併せて添付

3 刑執行猶予言渡しの取消し

（1） 刑の執行猶予（刑法第25条）は、前記第6， 5の一部執

行猶予刑（刑法第27条の2）を含めて、法律の規定

により取り消される場合がある。

刑の執行猶予言渡しの取消しには、刑法第26条又ば第27

条の4の必要的取消し、同法第26条の2又は第27条の5

の裁量的取消し及び同法第26条の3又は第27条の6の競

合した刑執行猶予の同時取消しの三つの場合があるが、こ

れらの規定に該当するときは、検察官は、刑の執行猶予の言

渡し取消請求書（甲の1 （規程様式40号）から丙の2 （規

程様式46号）まで）により、刑の執行猶予の言渡しを受け

た者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所等に

刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求する（刑訴法第349条

第1項、規程第41条第1項） （注)。

取消請求を受理した裁判所は、執行猶予の言渡しを受け

た者又はその代理人の意見を聞いて決定をしなければなら

ない（刑訴法第349条の2第1項)。取消請求の事由が、保

護観察の遵守事項違反(刑法第26条の2第2号又は第27条

の5第2号）の場合には、執行猶予の言渡しを受けた者の請

求があれば、 口頭弁論を経た上で決定をしなければ．ならな

い（刑訴法第349条の2第2項)。

する （規程第45条）。
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なお、徴収事務は、他の検務事務と異なり、会計年度（注）に

より処理する（徴収事務規程（以下、この章において単に「規程」

という。 ）第4条）。

（注） 会計年度は、 4月1 日から翌年3月31 日までを1年度とし

ている。単に‐年度」 といった場合は、会計年度のことであ

る。

第6章徴収事務

1 徴収事務

徴収事務は、徴収金に係る裁判の執行に関する事務であり、徴

収金とは、罰金、科料、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償、

仮納付、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に

付随する措置に関する法律（平成12年法律第75号。以下「犯罪

被害者等保護法』 という。）第17条第1項の費用又は民事訴訟法

（平成8年法律第109号。以下「民訴法」 という。）第303条第

1項の納付金をいう。

そして、徴収金は、いずれもその債権発生の原因が裁判に由来

し、検察官の指揮又は命令により執行すべきものとされている。

徴収金に係る裁判の執行とは、徴収金を徴収する二とであり、

納付義務者（徴収金に係る裁判の言渡しを受けた者等徴収金を納

付すべき者をいう。）が、任意に現金等を納付すればこれを収納

することにより執行は終了する。任意に納付しないときは、納付

義務者の財産につき強制執行を行い、また、罰金又は科料を完納

することができない者は、刑事施設内の労役場に留置する。

徴収事務は、徴収金に係る裁判結果の管理から、納付告知、現

金等の収納、未納者に対する強制執行等の一連の事務であり、そ

の主な事務は、次のとおりである。

1 徴収金に係る裁判結果の管理事務

2 徴収金に係る裁判の執行指揮に関する事務

3 納付告知事務

4‘ 現金等の収納事務

5 未納者に対する強制執行等に関する事務

第1

第2 徴収金の種別

徴収金の種別は、既に説明したとおり 10種類あるので、 これ

らについて簡単に説明する。

1 罰金及び科料

罰金及び移料は、刑法第9条に韮刑として規定される刑の一

種であり、一定の金額の剥奪を内容とする刑であるところから、

財産刑と呼ばれる。

罰金は、 1万円以上とされ（減軽する場合は1万円未満に下

げることができる。 ）、科料は、千円以上1万円未満である（刑

法第15条、第17条、罰金等臨時措置法（昭和23年法律第251

号）第2条）。

罰金又は科料を完納することができない者は、罰金は1 日以

上2年以下、科料は1日以上30日以下の期間、労役場に留置

（注）する （刑法第18条）とされており、 この点が、他の徴収

金と異なる点である。

（注） 労役場留置については、判決等の主文で、例えば、 「被告

人を嗣金10万円に処する。その嗣金を完納する二とができ

ないときは、金5，000円を1 日に換算した期間被告人を労

役場に留置する。j旨の肴渡しがなされる。 この例では、労

役場留侭日数は、 20Rである。

’
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頭拒否）、第160条（証人の宣誓等拒絶）、裁判員の参加する刑

事裁判に関する法律（平成16年法律第63号）第111条（裁判

員候補者の虚偽記載等）、第112条(裁判員候補者の不出頭等）

等に規定する過料のほか、民訴法第192条（証人不出頭）、第

200条（証言拒絶）、第201条（宣誓拒絶）、会社法（平成17年

法律第86号）第976条（登記け怠等）等、戸籍法（昭和22年

法律第224号)第136条(不正手段による届出等の閲覧等)等、

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第51条（不正手段

による自己の本人確認情報の開示）等に規定されている。

なお、実務上、 「科料j と 「過料」 とを区別するため、前者

を『とがりよう」、後者を「あやまちりょう」 （｢すぎりよう」）

と呼んでいる。

4 没取

刑訴法第96条に規定されている保釈保証金の没取をいう。

・保釈保証金は、現金を裁判所に納付するものであるが、裁判

所が許す場合には、被告人以外の者が差し出した保証書をもっ

て保証金に代えることができる（刑訴法第94条第3項)。現金

を裁判所に納付した場合には、既に裁判所に提出されているの

で、その性質上、裁判所又は裁判官の指揮（刑訴法第472条第

1項ただし書）により裁判所の職員が執行すべきであるとの見

解の下に運用されており、保証書が差し出されている場合に限

り、保証書記載の金額を検察官の指揮又は命令によって執行す

る。

なお、 ここでの「没取」は、実務上、刑法第19条における

「没収」 と区別するために「ぽっとり」 と呼んでいる。

2 追徴

刑法第19条第1項第3号又は第4号の規定により没収する

物の全部又は一部が費消等の事由により没収することができ

ないときは、その物の価額を追徴することができる（これを任

意的追徴という。刑法第19条の2)。また、収賄罪の賄賂であ

る現金が既に消費されている場合（刑法第197条の5）や、公

恥における買収及び利害誘導罪（公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第224条）等において、没収する物の全部又は一部

が費消等の事由により没収することができない場合は、その物

の価額を追徴するとされている（これを必要的追徴という。）。

これが追徴であり、実務上「追徴金」 ともいう（注1）(注2)。

（注1〉 追徴も、判決等の主文で「被告人から○○円を追徴する。」

旨の言渡しがなされる。なお、上記以外に必要的没収及び

追徴を定めているものとして、関税法（昭和29年法律第61

号）第118条第1項、第2項、いわゆる麻薬特例法（平成

3年法法律第94号）第11条第1項、 同法第13条第1項

組織的犯罪処罰法第13条第4項、同法第16条第3項、金
融商品取引法（昭和23年法律第25号）第198条の2第1

項．第2項などがある。

（注2） 組織的犯罪処罰法第16条第2項の規定による犯罪被害財

産の価額の追徴金（以下「犯罪被害財産追徴金」 という。）

は、通常の追徴金のように納付された現金等を国庫に歳入

するのではなく、被害回復給付金支給制度（犯罪被害財産

等による被害回復給付金の支給に関する法律（平成18年法

律第87号)）における給付資金とされ、検察官が保管する

こととなる。

3 過料

行政処分の一種であって、刑罰でなく、制裁として科せられ

る点から、行政罰と呼ばれる。

過料は、刑訴法第133条（身体検査のため召喚された者の出
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8 犯罪被害者等保護法第17条第1項に規定される費用

被害者等で刑事裁判への参加を許された被害者参加人（刑訴

法第316条の33）が、資力が乏しいなどの場合に請求するこ

とができる被害者参加堯護士の選定の請求（犯罪被害者等保護

法第11条第1項）の際に提出する資力等を申告する書面（同

条第2項各号）に関し、裁判所の判断を誤らせる目的でその資

力及び療養費等の額について虚偽の記載のある書面を提出し

て裁判所の判断を誤らせたときは、裁判所は、決定により、被

害者参加人から被害者参加弁護士の報酬等の費用を徴収する

ことができる （同法第17条第1項）。

9 民事納付金

民事納付金とは、民訴法第303条第1項（控訴権濫用に対す

る制裁）の納付金をいう。民事納付余も、費用賠償と同様にそ

の例は、極めて少ない。

5 訴訟費用

訴訟費用とは、刑事訴訟手続を行う上で要した費用のことで、

証人の旅費・ 日当、国選弁護人の旅費・ 日当・報酬等であり、

その範囲は、刑事訴訟費用等に関する法律（昭和46年法律第

41号）で定められている。

訴訟費用の負担は、通常、判決等の主文で、 「訴訟費用は、

被告人の負担とする。」 旨の言渡しがなされる。

6 費用賠償

費用賠償とは、刑訴法第l33条（刑訴法第132条の規定によ

り身体検査のための召喚を受けた者の不出頭） 、第137条（身

体検査拒否）、第150条（証人不出頭）、第160条（証人の宣誓

拒絶）等刑訴法に定める費用の賠償をいう。

費用賠償を命ぜられる例は、極めて少ない。

7 仮納付金

仮納付金とは、仮納付を命ぜられた罰金、科料及び追徴であ

る。

裁判所は、罰金、科料又は追徴を言い渡す場合において、判

決の確定を待ってはその執行をすることができず、又はその執

行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあると認めるとき

は、被告人に対し仮に罰金、科料又は追徴に相当する金額を納

付すべきことを命ずることができることとされており （刑訴法

第348条第1項） 、 これを仮納付という （注>・

仮納付の裁判は、その確定前に執行することができる（刑訴

法第348条第3項）。

、 （注） いわゆる交通切符で処理される道路交通法違反事件などの

略式命令における仮納付の裁判は、刑訴法第461条に規定す

る 付随の処分」 と解されている．

第3 徴収事務の準則

徴収事務の取扱手続は、規程により定められている。 この規程

は、徴収金に係る裁判の執行に関する事務の取扱手続を規定し、

これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、もってその事

務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的としている（規程第1

条）。また、徴収事務は、財産刑等の裁判の執行に関する事務で

あると同時に、国の歳入に関係のある事務でもあるから、その処

理を厳正にし、他の疑惑を招くことのないようにしなければなら

ない。そのため、規程では、徴収担当事務官は、絶対に現金には

手を触れないことを原則としている。 したがって、地方検察庁支

部又は区検察庁のように職員数の少ない庁であっても、可能な限

I

l
l
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第5 徴収手続

1 徴収金に係る裁判結果の管理

徴収金に係る裁判の執行を迅速適正に行うためには、 まず、

その裁判結果を的確に把握し、管理することが肝要である。

そこで、徴収担当事務官は、徴収金に係る判決又は交通事件

即決裁判の宣告があったときは、公判事務及び執行事務を通じ

て検察システムにより管理された裁判結果等を基に、又は、徴

収金に係る略式命令の送達その他の決定による裁判の告知が

あったときは、その裁判書の謄本等を基に、それぞれ徴収金に

係る裁判結果等を検察システムにより管理することとされて

いる （規程第6条）。

（注） ここで管理される被告人の身上や裁判の結果等は徴収悉

号により一元管理されており ． 実務上「徴収情報」 と呼ば

れている。

2 罰金等の裁判の執行指揮

徴収金に係る裁判が確定したときは、徴収担当事務官は、裁

判書の原本又は謄本及び関係資料等に基づき、徴収金指揮印票

（規程様式2号）を作成し、検察官の指揮印を受けるとともに、

検察システムにより当該裁判の執行指揮に関する事項を管理

する （規程第10条第1項) (M1)。

また、仮納付の裁判があったときは、徴収金指揮印票（仮維

付） （規程様式3号） を作成し、検察官の指揮印を受ける （規

程第10条第2項）。

徴収担当事務官は、規程第10条第1項又は第11条の規定に

より検察官の指揮印を受けたときは、検察システムの徴収情報

を基に調定情報（注2）を作成する。

り、徴収事務と現金を取り扱う会計事務（例えば、歳入金の収納

事務） とは、同一職員が兼務しないこと （これを「相互けん制』

とし、う。） としている。

第4 徴収主任

検事総長は最高検察庁の、検事長は高等検察庁本庁及び同支部

の、検事正は地方検察庁本庁、同支部及び管内区検察庁の検察事

務官のうちから、それぞれの庁の徴収主任を任命する （規程第3

条）。

徴収主任は、徴収担当事務官のうちの上級者（検務監理官、統

・括検務官、徴収担当の検務専門官、検務課長、検務第二課長、徴

収係長など。） に命ずることとされている。

徴収主任は、徴収金の集計（規程第13条）、徴収金の一部納付

及び納付延期に対する事情調査（規程第16条、第17条）、徴収・

収納済通知書の確認、収入官吏への送付（規程第19条等）、犯罪

被害財産追徴金提出書の確認及び歳入歳出外現金出納官吏への

送付（規程第20条）、印紙納付書に貼付した印紙の消印等の手続

（規程第24条）、訴訟贄用予納金保管整理簿への登載及び歳入歳

出外現金出納官吏への通知（規程第55条）、徴収金に関する統計

報告（規程第64条）及び印紙納付調査書の作成、提出（規程第

65条）を行うこととされており、徴収金に関する事務のいわば総

締めくくりの事務を行うこととなる。 これらの事務は、徴収事務

において特に重要な事務であるから、事務の適正を期する趣旨か

ら徴収主任が取り扱うこととされているのである。
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督促状（甲） （規程様式8号）、督促状（乙） （規程様式9号）そ

の他適宜な方法（注3）により納付を督促する（規程第15条第

1項)。

前記の納付告知及び督促を行ったときは、検察システムの調

定情報に必要事項を入力するなどして管理する（規程第14条

第4項、第15条第2項)。

（注1） 仮納付は．罰金．科料又は追徴に係る裁判の言渡しを

した場合において、それに相当する金額を仮に納付すべ

きことを命ずる裁判であって、仮納付が命じられた場合

には、本案の裁判の確定前に納付すべき旨を告知できる

（規程第42条)。

（注2） 納付義務者が日本銀行に納付したときは、 日本銀行か

ら領収済通知書により検察庁に通知がなされる。

（注3） 適宜な方法として、電話、 口頭等が考えられる。

4 現金等の収納

（1） 現金又は証券の収納

ア納付告知又は督促により、納付義務者から徴収金（犯罪

被害財産追徴金を除く。）について現金又は証券（注1）

による納付の申出があったときは、徴収担当事務官は、検

察システムにより収納すべき金額を確かめた上、徴収・収

納済通知書（規程様式12号）に納付義務者の氏名、収納

すべき徴収金の種別・金額等所定の事項を記入して、これ

を徴収主任に提出するとともに、検察システムによりその

旨を管理する（規程第19条第1項)。

徴収主任は、提出のあった徴収・収納済通知書を確認し

た上、収入官吏に送付し、納付を申し出た者に現金又は証

券を収入官吏に納付させる（規程第19条第2項） （注2）。

収入官吏は、送付を受けた徴収・収納済通知書に基づい

この調定情報を基に、徴収金に係る裁判の執行、つまり個々

の納付義務者に対する徴収金の徴収が開始されることになる

ため、作成した調定情報に誤りがある場合等には、裁判の執行

が適正に行われないことになるばかりでなく、国の歳入にも不

当な影響を及ぼすことになるので、調定情報の作成は慎重に行

う必要がある。

（注1） 訴訟費用については．裁判確定後、砺舩費用執行免除

の申立てができるので、その申立期間（20日）が経過し

たとき（申立てがあったときは、その申立てについての

裁判が確定したとき）に徴収金指揮印票を作成すること

とされている（刑解法第500条、規程第11条第1項)。
また．没取については、裁判の確定を待たずに執行で

きるので、裁判があったときに徴収金指揮印票を作成す

ることとされている（規程第10条第1項)。

（注2） 調定情報とは、調定番号により管理する徴収金に係る

裁判の執行の管理に関する情報である。

3 納付告知及び督促

徴収金に係る裁判の執行の指揮がなされたときは、納付義務

者に対し、納付告知書（甲） （規程様式5号）により納付すべ

き旨を告知する（注1）。

納付告知書には、納付すべき金額、納付期限等を記戦する。

納付告知に当たっては、原則として、徴収金を直接日本銀行

（本店、支店、代理店及び歳入代理店）に納付させるため納付

告知書（甲）に納付書（規程様式6号）を添付する（規程第14

条第1項） （注2）。

なお、日本銀行ではなく、検察庁に納付させることが相当で

ある場合には、納付告知書（乙） （規程様式7号）による （規

程第14条第2項)。

納付期限までに納付されなかったときは、納付書を添付した
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金額を確認した上、犯罪被害財産追徴金提出書（規程様式

，3号）に所定の事項を記入して徴収主任に提出するとと

もに、検察システムによりその旨を管理する。

徴収主任は、提出のあった犯罪被害財産追徴金提出書を

確認し、これに検察官の記名押印を受けた上で歳入歳出外

現金出納官吏に送付し、納付を申し出た者に現金を歳入歳

出外現金出納官吏に提出させる。

納付を申し出た者から、直接、現金の提出を受けた歳入

歳出外現金出納官吏は、犯罪被害財産追徴金受領証書（規

程様式，4号）を作成して徴収担当事務官に送付する （規

程第20条)。

なお、犯罪被害財産追徴金は、その目的から現金納付に

限定される。

(2) 印紙の収納

罰金、科料、追徴（犯罪被害財産追徴金を除く。）、過料、

訴訟費用について印紙（収入印紙）による納付（注’）の申

出があったときは、徴収担当事務官は、検察システムにより

収納すべき金額等を確かめた上、印紙納付書（規程様式’7

号）に納付義務者の氏名、徴収金の種別、金額等所定の事項

を記入して印紙を貼り、これを徴収主任に提出する（規程第

24条第1項)。

徴収主任は、納付すべき金額と印紙納付書に貼付されて

いる印紙の金額とが合致するかどうかなど（注2）を確認し

た上、消印器により印紙に消印をするとともに印紙納付書

に押印して検察官に提出し（規程第24条第4項第1号）、納

付義務者等納付を申し出た者に対し、納付済証（規程様式18

て納付を申し出た者から、直接、現金又は証券を受領し、

領収証書を交付する。徴収・収納済通知書に収納した旨を

記入してこれを徴収担当事務官に返送する（注3）。

徴収担当事務官は、返送のあった徴収・収納済通知書に

基づいて検察システムに収納した年月日、金額等を入力す

るなどして管理する （規程第22条第1項第1号。そのほ

かの収納後の手続につき、同項各号及び規程第23条を参

照。） （注4） （注5）。

（注1） 徴収金を納付するために使用される証券は．小切手

又は為替手形とされている（大正5年法律第10号「証

券をもってする歳入納付に関する法律｣)。なお、 この

証券については、政府発行のものに限られる等の一定

の制限があることに注意を要する（大正5年勅令第256

号「歳入納付に使用する証券に関する件」、大正5年司

法省令第35号「司法省主管歳入証券納付に関する件j

参照）。

（注2） 徴収主任及び徴収担当事務官は現金を取り扱わない

こととされているため、現金の納付は、収入官吏に直

接させるものである。この場合には、徴収・収納済通

知書は収入官吏に対する徴収通知書として使用される

ことになる。

（注3） この場合には、徴収・収納済通知書は徴収主任に対

する収納済通知書として使用されることになる。

（注4） 日本銀行に納付があったときも、 日本銀行から領収

済通知書により徴収金をf収納した旨の通知がなされる。

（注5） 現金及び証券の納付は、 日本銀行へ納付又は検察庁
に出頭して行われるほか、郵送でも行われる場合があ

る。郵送における収納手読については、規程第21条を

参照。

イ 犯罪被害財産追徴金について現金による納付の申出が

あったときは、 これを保管金として取り扱う必要がある

ため、徴収担当事務官は、検察システムにより収納すべき

戸
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法務局の長又は地方法務局の長に対して強制執行の手続を

依頼する （規程第26条第1項)。

強制執行は、有体動産については、その財産の所在地を管

轄する地方裁判所所属の執行官により行われ、また、有体動

産以外の財産については、その財産の所在地を管轄する地

方裁判所によって行われる。

強制執行手続を依頼した法務局の長又は地方法務局の長

から配当金（強制執行手続によって得られた金銭から強制

執行の費用に充当すべきものを除いたもの）の交付につい

ての通知を受けたときは、収納の手続をとる （規程第28条

第1項、第3項から第5項まで)。

なお、検察官は、配当金を保管している者から直接日本銀

行に納付させることが相当であると認めるときは、徴収担

当事務官をしてその配当金を保管している者に対し納付書

を送付させて、これにより納付させる（規程第28条第2項）。

(3) 労役場留慨の執行

罰金又は科料に係る徴収金について納付義務者（注1 ）が

完納することができない場合において、納付義務者を労役

場に留置するときは、検察官の指揮により判決等に示され

ている期間その者を刑事施設に附置された労役場（刑事収

容施設法第287条第1項）に留置して罰金又は科料の裁判

を執行する。

検察官は、労役場留置をするときは、納付義務者を呼び出

して（注2）本人であることを確認した上、刑事施設の長に

対して労役場留置執行指揮書（規程様式21号）によりその

執行を指揮する （規程第29条第1項）。

号） （注3）を作成して交付し、又は郵送する （規程第24条第

4項第2号）。

（注l ) 仮納付を命ぜられた罰金、科料、追徴の仮納付金も、

印紙により納付することができる （規程第44条第1

項）。

（注2） 印紙が真正なものかどうか、 二重使用等不正使用さ

れていないかどうかなどをも確認する。

（注3） 納付済証は、印紙の領収証帯である。なお、印紙収

納後の手続について規程第25条を参照されたい。

5 未納者に対する措置

（1） 関係機関に対する照会

納付義務者が所在不明のとき、納付の督促に応じないとき

又はその他の事由によって徴収金が納付されないときは、

裁判執行関係事項照会書（甲） （規程様式9号の4）により、

関係機関に対して納付義務者の所在や、資産の有無等必要

な事項を照会する （規程第18条の3第1項）。

また、横察官は、裁判の執行に関して必要があると認める

ときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差

押え、捜索又は検証をすることができ（刑訴法第509条第1

項）、検察官は、差押・捜索・検証許可状請求書（規程様式

9号のll)、記録命令付差押許可状請求書（規程様式9号の

12）、身体検査令状請求書（規程様式9号の13)によりそれ

ぞれ許可状を請求する （刑訴法第509条第3項、規程第18

条の6）。

(2) 強制執行手続の依頼

納付義務者が、財産があるのに任意に納付しないときは、

‘検察官は、徴収命令書（規程様式19号） を作成し、 同命令

書を添付した強制執行手続依頼書（規程様式20号）により

’
1
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第7章犯歴事務労役場留置執行指揮書には、執行すべき労役場留置日数

（注3）、裁判確定の日、納付義務者の氏名等を記載し、裁判

書の膳（抄）本を添付する （刑訴法第505条、第473条）。

労役場留置の執行中に、残額の全部が納付されたときは、

直ちに釈放する。

（注1 ） 少年に対しては、労役場留笹の言渡しをしない（た

だし、特定少年( 18歳以上の少年） を除く。少年法第

54条、第67条第4項参照）。

（注2） 刑訴法第505条、第484条。なお、納付義務者が自

由刑の執行中などの理白で飛事施設等に留置されてい

る場合には、 当該収容先の刑事施設の長に直接、労役

湯留個執行指揮書を交付して指揮すれば足りる （その

湯合の自由刑と労役場留置の執行の順序について、執

行事務規程第40条参照）．

（注3） 徴収すべき金額を、判決等で示されている労役場留

齪1 日換算金額で除して得た商が、執行すべき労役場

留置日数である。

(4) 収容状の発付及び執行

罰金又は科料の納付義務者を労役場に留置すべき場合に

おし、て、その者が呼出しに応じないとき又は逃亡したとき若

しくは逃亡するおそれがあるときは、検察官は、収容状（規

程様式23号） を発付し、検察事務官又は司法警察職員に対

してその執行を指揮する （刑訴法第505条、第484条後段、

第485条、規程第32条第1項）。

検察事務官又は司法警察職員は、収容状を執行したとき

は、 できるだけ速やかに身柄を検察庁に引致しなければな

らない（刑訴法第505条、第489条、第73条第1項）。

検察官は、身柄が引致されたときは、労役場留置の執行指

揮をする。

第1 犯歴事務

犯歴事務は、有罪の確定裁判を受けた者の犯歴の把握及びその

調査に関する事務である。

犯歴事務の内容は、犯歴、すなわち有罪の確定裁判（裁判の日、

裁判所名、罪名、刑名刑期等）及びその裁判に係る刑の執行状況

等の把握事務、戸籍事項や犯歴事項に誤りがあったときの訂正通

知事務、犯歴の照会・回答事務のほか、本籍市区町村長に対する

犯歴の通知事務、 とん刑者等の把握事務である。

有罪の確定裁判を受けた事実の有無は、起訴・不起訴の決定及

び求刑等のほか、裁判所の量刑、常習性の判断等の資料として極

めて重要なものであるから、犯歴の的確な把握は、適正な検察運

営及び裁判に不可欠である。 したがって、犯歴担当事務官は、各

種通知書等の作成に当たっては、裁判書の原本等に記載されてい

る事項を正確に転記しなければならないし、また、誤って他人の

犯歴を記載したりすることのないよう十分注意しなければなら

ない。
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第2 犯歴事務の翠則

犯歴事務の取扱手続は、犯歴事務規程（昭和59年法務省刑総

訓第329号大臣訓令。以下、この章において単に「規程」という。）

により定められている。この規程は、犯歴の把握等に関する事務

の取扱手続を規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明

確にし、 もってその事務の適正かつ迅速な運用を図ることを目的

としている （規程第1条）。
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ない大正以前の出生者に対する裁判

イ本籍が明らかでない者に対する裁判

ウ法人又は団体に対する裁判

エ道路交通法、道路交通取締法、道路交通取締法施行令、

道路交通取締令又は自･動車の保管場所の確保等に関する

法律違反の罪に係る裁判であって、罰金以下の刑に処し、

又は刑を免除するもの（以下「道交裁判」 という。）

(3) 電子計算機により把握するための事務手続

電算処理対象裁判を電子計算機に入力するための事務手

続は、次のとおりである。

ア執行指揮検察官の属する検察庁の犯歴担当事務官は、篭

算処理対象裁判が確定したときは、既決犯罪通知書（甲）

（注1） （規程様式1， 2号及び2号の2）を作成する（規

程第3条第1項)。

イ地方検察庁本庁の犯歴担当事務官以外の犯歴担当事務

官（最高検察庁、高等検察庁、高等検察庁支部、地方検察

庁の支部及び区検察庁の犯歴担当事務官）は、前記アによ

り既決犯罪通知書（甲）を作成したときは、これをその犯

歴担当事務官の属する検察庁の所在地を管轄する地方検

察庁本庁の犯歴担当事務官に送付する（規程第3条第3項）

（注2）。

ウ地方検察庁本庁の犯歴担当事務官は、前記アにより作成

し、又はイにより送付を受けた既決犯罪通知書（甲）に基

づいて、これに記載されている本籍又は国籍、氏名、生年

月日、裁判の日、裁判所名、罪名、刑名刑期等のデータを

自庁に設置されている端末機を操作して電子計算機に入

第3 犯歴の把握

1 把握の方法

犯歴を把握するための方法としては、犯歴を電子計算機（注）

に記憶させて把握する方法と、有罪の確定裁判を受けた者の本

籍地を管轄する地方検察庁本庁において犯歴票（規程様式19

号）等を作成し、これにより把握する方法との二つの方法がと

られている。なお、実務上、電子計算機により把握する犯歴を

「電算化犯歴｣、それ以外の犯歴を「非電算化犯歴」と呼んで

いる。

（注） いわゆる犯歴前科システムについては、検察システムに

統合されているものの、現行規程上「電子計算機」 として

いるため．本章では現行規程に従って『電子計算機」の文
言を用いて説明する。

2 電子計算機による把握

（1） 仕組み

犯歴を電子計算機に入力して集中管理する方法であり、有

罪の確定裁判があったときは、その者の本籍又は国籍、氏名

生年月日の．戸籍事項と、裁判の日、裁判所名、確定の日、罪

名、刑名刑期等の犯歴事項を電子計算機に入力し、その後に

刑の執行状況（例えば、刑執行終了年月日等）等を入力する。

入力は、地方検察庁本庁に設置されている端末機を操作

して行う。

（2） 電子計算機により把握する犯歴

電子計算機により把握する犯歴は、次に掲げる裁判以外の

有罪の裁判（以下「電算処理対象裁判」という。）であって、

‘確定したものである（規程第2条)。

ア本邦に本籍がある明治以前の出生者及び本邦に本籍が

I

I

〕
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理することとされており、有罪の確定裁判を受けた者の本

籍・氏名・生年月日、裁判の日、確定の日、裁判所名、罪名、

刑名、刑期・金額、刑の執行状況等を記載した犯歴票を作成

の上保管し、 これにより把握する．

なお、道交裁判については、その数が多く、犯歴栗を作成

すると膨大な事務量となるので、後記のとおり、犯歴票の作

成に代えて交通切符原票等を保管することとしている。

（注） 法人又は団体にあっては、 その本店又は主たる事務所

の所在地。 また、‘本縮が不明の者又は本邦に本祷がない

大正以前の出生者にあっては、東京地方険察庁とされて

いる零

(2) 犯歴票により把握する犯歴

犯歴票により把握する犯歴は、電子計算機により把握する

電算処理対象裁判以外の犯歴であるが、道交裁判について

は、前記のとおり簡便な取扱いがなされているので、次に掲

げる者（「非電算処理対象者」 という。）に対する道交裁判以

外の有罪の確定裁判の内容及びその裁判に係る刑の執行状

況等である。

ア 明治以前の出生者

イ 本籍が不明な者

ウ 外国人のうち大正以前の出生者

エ法人又は団体

(3) 犯歴票により把握するための事務手続

非電算処理対象者に対し有罪の確定裁判（道交裁判を除

く。）があった場合における執行指揮検察官の属する検察庁

の犯歴担当事務官の事務手続は、次のとおりである。

ア 非電算処理対象者の本籍地を管轄する地方検察庁本庁

力する （規程第3条第2項） （注3） （注4）。

（注1 ） 既決犯罪通知書（甲）には、既決犯罪通知書（甲

の1 ）、既決犯罪通知書（甲の2）及び外国人既決犯

罪通知香の3種類がある。 日本人危算犯歴に使用す

る既決犯罪通知書（甲の1）及びI司通知書（甲の2）

の用紙は． 3枚1組の複写式となっており 、 1枚目

は本霜市区町村長に対する通知用、 2枚目は電算入

力用（データ・シート〉、 3枚目は事件送致宮署に対

する処分結果通知用となっている。

また、外国人電算犯歴に使用する外国人既決犯罪

通知書の用紙は、 2枚1組の複写式となっており、

1枚目は電算入力用、 2枚目は事件送致官署に対す

る処分結果通知用となっている。

（注2） 例えば、相模原区検察庁の犯歴担当事務官は、既

決犯罪通知苔（甲） を作成したときは． 同区検察庁

の所在地を管轄する地方検察庁である横浜地方検察

庁本庁の犯歴担当事務官に送付する。

また、名古屋高等検察庁金沢支部の犯歴担当事務

官であれば、 同支部の所在地を管鰯する金沢地方検

察庁本庁の犯歴担当事務官に送付する．

（注3） データシートは「氏名統一読み一覧表」や「罪名

コード」等の各種コードによって作成されることと

なっている。

（注4） 令和6年2月から、 規程の改正により既決犯罪通

知書（甲）等の電子計算機への登録は、地方検察庁

本庁以外の犯歴担当事務官においても登録すること

が可能となっている。

I

また、刑の執行状況等を把握するために電子計算機に入力

するための具体的な事務手続は、規程第4条に規定されて

いる （規程第19条参照）。

犯歴票等による把握

仕組み

電算処理対象裁判以外の犯歴は、有罪の確定裁判を受けた

者の本籍地を管轄する地方検察庁本庁（注）において集中管
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上、追記する。単に氏名等が類似するからといって安易に

追記すると、全く別人に他人の前科が追加されてしまうこ

ととなるおそれがあるので、 同一人であるかどうかを調

査・確認した上で処理するなど、十分注意しなければなら

ない。

オ犯歴票は、 これに記載されている者の氏名を換数表に

従って数字化した上、その数字の順に整理し、キャビネッ

ト等に格納して保管する（規程第7条第5項、換数表につ

いて規程別表第2）。

（注1 ） 既決犯罪通知書（乙）は、 2枚組で作成し、その1

枚を本籍地方検察庁を経由して本籍市区町村長に、他

の1枚を事件送致宮署にそれぞれ送付する。

（注2） 例えば、横浜地方裁判所で有罪の確定裁判を受けた

者の本籍地が東京都内であるときは、横浜地方検察庁

の犯歴担当事務官は、既決犯罪通知苔（乙） を作成し

て東京地方検察庁本序の犯歴担当事務官に送付する。

（以下「本籍地方検察庁」 という。）の犯歴担当事務官で

あって、その裁半ﾘが罰令以上の刑に処するものであると

きは、犯歴票（及び既決犯罪通知書（乙）（規程様式20号）

（注1 ） ）を作成する（その裁判が拘留若しくは科料である

とき又は刑を免除するものであるときは、犯歴票のみ作

成する （規程第7条第1項第1号)。）。

犯歴担当事務官が非電算処理対象者の本籍地を管轄す

る地方横察庁以外の検察庁又はその検察庁の支部（以下

「本籍地方検察庁以外の検察庁j という。）の犯歴担当事

務官であるときは､既決犯罪通知書（乙）のみ作成する（規

程第7条第2号）。

イ 本籍地方検察庁以外の検察庁に属する犯歴担当事務官

が作成した既決犯罪通知書（乙）は、本霜地方検察庁の犯

歴担当事務官に送付する （規程第7条第3項） （注2）。

本籍が不明な者等は東京地方検察庁本庁の犯歴担当事

務官に、法人又は団体に係るものはその法人又は団体の本

店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方検察庁本庁

の犯歴担当事務官に送付する。

ウ 既決犯罪通知書（乙）の送付を受けた本籍地方検察庁の

犯歴担当事務官は、それに基づいて犯歴票を作成する（規

程第7条第2項本文）。

エ前記ア又はウにより犯歴票を作成する場合、既に同一人

について他に犯歴があるため犯歴票が作成されていると

きは、新たな犯歴票の作成に代えて、その犯歴票に所定の

、 事項を追記する （規程第7条第2項ただし書）。 この場合

には、本籍、氏名、生年月日が辰一であることを確認した
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換数表様式峨19号（規繼第7美） （表）

備考1 氏名は、その読みに従い、氏及び名の上位の各4音を上記換数表に

よって各桁の数に換数して数字化する。氏又は名の音が3音以下の

ときは、 これを数字化した数の末尾に4桁に達するまで0を加える。

2 濁音又は半濁音は、清音と同様に換数する‘ただし、 「ぢ、づ」は

3に数字化する。

3 例：甲野一郎（こうのいちろう) 2150 1491

乙山十郎（おつやまじゆうろう ) 1487 3819

(4) 道交裁判の把握

道交裁判は、前記のとおりその者の本籍地方検察庁におい

て把握するが、その方法は、次のとおりである （注)。

ア道交裁判が確定したときは、執行指揮検察官の属する検

察庁の犯歴担当事務官は、既決犯罪通知書（丙） （規程様

式31号） を作成する （規程第9条第1項前段）。

イ 本籍地方検察庁以外の喰察庁の犯歴担当事務官は、これ

を本籍地方検察庁の犯歴担当事務官に送付する（規程第9

条第3項）。

6

2 か き く け
）
｝
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はその効力を失う （「刑の消滅」 という。）が、その判断をするた

めには、 この10年の起算点である刑の執行終了日を把握してお

く必要があるからである。

そのため、規程では、一定の事由が発生した場合、例えば、刑

の執行が終了したときはその年月日を、刑の執行猶予の言渡しが

取り消されたときはその年月日、取消決定裁判所名等を電子計算

機に入力し、又は犯歴票にその旨の記載をするための通知等の事

務手続を定めている（規程第4条、第8条、第10条、別表第1)｡

ウ 本籍地方検察庁の犯歴担当事務官は、前記アにより作成

し、又はイにより送付を受けた既決犯罪通知書（丙） を、

犯歴票と同様に氏名を換数表に従って数字化した上、犯歴

票とは別個のキャビネット等に格納して保管する（規程第

9条第2項）。

なお、事務の簡素化を図るため、その道交裁判が、道路

交通法等違反事件迅速処理のための共用書式（いわゆる交

通切符）又は反則金不納付事件迅速処理のための共用書式

によって処理されたものであるときは、前者の書式につい

てはその2枚目を、後者の書式についてはその1枚目（こ

れらを 「切符原票』 という。） を既決犯罪通知書（丙）に

代えることとされている （規程第9条第1項ただし書)。

したがって、これらの書式によって処理された道交裁判に

ついては、既決犯罪通知書（丙）を作成することなく切符

原票を送付すれば足り、また、本籍地方検察庁では、切符

原票記載の氏名を換数表に従って数字化して、既決犯罪通

知書（丙） と共に保管する。

（注） 道交犯歴については、令和7年1月1Rから電算化

され、 司日以降に確定した裁判から、電算対象犯歴と

して把握する連用が開始される予定である．

第5 本籍市区町村長に対する通知

市区町村長は、市区町村における選挙人名簿の調製及びその市

区町村に本籍を有する住民の身分証調事務処理上必要な犯罪人

名簿を作成することとされているので、それに協力するため、罰

金以上の有罪の裁判（道交裁塑ﾘを除く。）が確定したときは、原

則として、その裁判を受けた者の戸籍事務を管掌する市区町村長

に対して既決犯罪通知書（甲）又は（乙）によりその旨を通知す

る （規程第3条第4項、第7条第4項）。

刑の執行状況等についても、所定の通知書（注）により同様に

通知する（規程第4条第4項、第8条第4項）。

（注） 犯歴事務規程別表第1参照

第4 刑の執行状況等の通知

第6 犯歴の照会・回答

1 犯歴の照会

（11 検察官又は検察事務官が、刑事事件について、他の検察庁

の犯歴担当事務官に対し、被疑者等特定の者の犯歴を調査

する必要があるときは、前科照会書（規程様式35号）によ

有罪の確定裁判について、裁判の日、裁判所名、罪名、刑名刑

簸等を把握しただけでは、犯歴事務としては-卜･分ではなく 、その

刑の執行状況等をも把握する必要がある。例えば、禁銅以上の刑

の執行を終わった者が罰金以_上の刑に処せられることなく 10年

を経過したときは、刑法第34条の2の規定により、刑の言渡し
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2 犯歴の回答

電算処理対象犯歴、非電算処理対象犯歴及び道交犯歴につい

て照会があったときは、照会を受けた犯歴担当事務官は、電子

計算機又は保管している犯歴票等を調査し、犯歴がない場合は

前科回答書により 「前科不見当」の旨を回答し、犯歴がある場

合には、電算処瑳対象犯歴については前震調書（甲） （規程様式

37号）を、非電算処理対象犯歴及び道交裁判については、前科

調書（乙） （規程様式38号） 、前科調書（丙） （規程様式39号）

又は前科調書（丁） （規程様式40号） をそれぞれ作成し （規程

第13条第2項）、これを照会した検察官又は検察事務官に送付

り照会する。ただし、急速を要するときは、電話など適宜な

方法によることができる（規程第13条第1項)。規程は、他

庁への照会手続を規定しているが、検察官又は検察事務官

が自庁の犯歴担当事務官に対して犯歴の照会を行う場合も

規程に準じて行うこととされている （平成14年5月29日

付け刑総第612号刑事局長通達「犯歴事務規程の~一.部を改

正する訓令について」）。

(2) 前科の照会先は次のとおりである。

ア電算処理対象犯歴

自庁本庁の犯歴担当事務官

イ 非電算処理対象犯歴

非電算誌象犯歴の照会があったときは、照会を受けた犯

歴担当事務官は、犯歴票等を手作業で調査する。具体的な

照会先は次のとおりである （注)。

①明治以前の出生者 本籍地方検察庁

②道交裁判 同上

③本籍が不明な者 東京地方検察庁本庁

④外国人（大正以前の出生者） 同 上

⑤外国人に係る道交裁判 同上

⑥法人又は団体 本店又は主たる事務

所の所在地を管轄す

る地方検察庁本庁

（注） 非電算処理対象者に対して道交裁判についても調査

を必要とする鶏合には、必ず、 前科照会書の余白にそ

の旨を記載する．
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して回答する。

前科調書3

前科調書は、犯歴担当事務官が、特定の者につき有罪の確定

裁判を受けた事実を明らかにするために作成する書面であり、

起訴・不起訴の判断資料の一つとなるほか、公訴を提起した場

合には、証拠として裁判所に提出される。

前科調書は、 このように重要なものであるから、作成する場

合には、犯歴票等に記載されている事項を正確に記載しなけれ

ばならない。また、照会に係る被疑者・被告人等の本籍、氏名、

生年月日と犯歴票等に記載されている本籍、氏名、生年月日と

が相違する場合には、同一人であるかどうかを慎重に検討し、

他人の前科を記赦するなどの過誤を生じないよう十分注意す

る必要がある （注)。 ，

（注） 令和6年2月以降は、検察官又は検察事務官が犯歴担当事

務官に犯歴の照会をする際には、検察システムで照会し、犯

歴担当琳務官は． その前彰の有無について、検察システムで

回答することが可能となっている。

I

＆
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第8章記録事務第7 とん刑者等の把握のための手続

とん刑者（自由刑又は財産刑の執行を免れるために逃亡してい

る者）、逃亡被告人その他検察庁において所在を把握する必要が

ある者（以下「とん刑者等」 という。）については、 とん刑者等で

あることを知った検察庁の犯歴担当事務官は、その氏名等を電子

計算機に入力するとともに、 とん刑者カードを作成してこれを犯

歴票等と共に保管し、犯歴照会があったときは、犯歴の調査と同

時にとん刑者等であるかどうかをも調査し、 とん刑者等であると

きは、犯歴照会をした検察庁にその旨を通知し、また、 とん刑者

等の所在を調査している検察庁に対しても、犯歴照会があった旨

を通知する （具体的な手続については、規程第15条から第17条

までを参照）。

記録事務第1

記録事務には、刑事確定訴訟記録、裁判所不提出記録、不起訴

記録、費用補償請求事件記録及び刑事補償請求事件記録の保管又

は保存に関する事務や、保管記録等の閲覧に関する事務、保管記

録等の廃棄に関する事務等がある。

なお、刑事確定訴訟記録は、当該被告事件について第一審の裁

判をした裁判所に対応する検察庁の検察官が保管することとさ

れており （刑事確定訴訟記録法（昭和62年法律第64号。以下「記

録法」 という。）第2条第1項）、また、不起訴記録は、不起訴の

裁定をした検察官の属する検察庁で保存することとされている

ので、記録事務は、主として、地方検察庁及び区検察庁における

事務である．
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第2 記録事務の準則

記録に関する事務の取扱手続は、記録法のほか、記録事務規程

（平成25年法務省刑総訓第6号大臣訓令。以下、 この章におい

て単に「規程」 という。）により定められている。この規程は、刑

事確定訴訟記録、裁判所不提出記録、不起訴記録、費用補償請求

事件記録及び刑事補償請求事件記録の管理に関する事務の取扱

手続を規定し、これを取り扱う職員の職務とその責任を明確にし、

もってその事務の適正な運用を図ることを目的としている（規程

第1条）。

＆
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して提出しなかった残余の記録である。

5 不起訴記録

検察官が不起訴処分に付した事件の記録であり、不起訴裁定

書に事件記録が添付されている。

第3 保管・保存記録の種類

保管又は保存する記録の主なものは、次のとおりである、

1 保管記録

刑事被告事件に係る訴訟の記録(注)で、訴訟終結後、第－審

裁判所対応検察庁の検察官が保管するものをいい、 「裁判書」

と 「裁判書以外の保管記録」に区分される（記録法第2条第1

項、第2項、別表）。

（注） 刑事被告事作に採る訴訟の記録とは．①刑の言渡しがな

されて確定した訴訟記録及び窯罪、 免訴、公訴棄却又は管

轄違いの裁判がなされ確定した訴訟記録、②刑事被告事件

の終局裁判その他当該被告事件に係る裁判の執行に影響を

及ぼすべき当該被告事件終結後の訴訟記録（例えば、 刑の

執行猶予の言渡し取消請求事件（刑訴法第349条） 、訴訟費

用の負担を命じる裁判の執行の免除申工て事件（刑訴法第

500条） など） をいう。

2 再審保存記録

再審の請求がなされた場合等再審の手続のために必要があ

るとして、保管期間満了後も保存することとされた訴訟記録で

ある （記録法第3条）。

3 刑事参考記録

保管記録又は再審保存記録について、刑事法制及びその連用

並びに犯罪に関する調査研究の重要な参考資料として、その保

管期間又は保存期間の満了後も保存することが適当であると

して法務大臣から指定を受けた記録である（例えば、国政を揺

るがせた犯罪に係る被告事件又は犯罪史上顕著な犯罪に係る

被告事件等の確定記録等など） （記録法第9条）。

4 ‘裁判所不提出記録

公訴を提起した事件の記録のうち、検察官が裁判所に証拠と

第4 保管・保存期間

保管記録、裁判所不提出記録及び不起訴記録の保管・保存期間

は次のとおりである。

なお、保管記録の保管期間は訴訟終結の日の翌日から、不起訴

記録の保存期間は不起訴裁定の日からそれぞれ起算する。

1 保管記録の保管期間（記録法別表（第2条関係））

（1） 裁判書

０
１
ｂ
“
』
１
Ｉ
Ｌ
ｄ
１
１
０
ｑ
ｄ
ｆ
０
■
６
４
■
９
１
０
Ｊ
、
当
日
Ⅱ
Ｂ
ｑ
ｌ
１
ｒ
‐
４
“
１
．
１
１
ｑ
“
．
段
Ｐ
“
竹
Ｉ
ｂ
Ｌ
Ｕ
‐
？
１
日
ワ
ー
ニ
■
グ
，
◆
。
１
６
ｒ
ｊ
４
ｑ
’
１
，
口
竺
ｒ
■
９
１
４
７
■
心
‐
０
４
．
‐
Ｑ
■
■
ｏ
Ｇ
ｆ
十
Ｆ
‐
１
１
。
。
ｑ
や
旱
■
０
０
？
１
丑
日
ｑ
Ｉ
Ｃ
ｏ
ｊ

1

1

i

保管記録の 区分 保管期間

1 死刑又は無期の懲役若し ’ 100年

<は禁銅に処する確定裁判 i
1 ．

の判決書

2 有期の懲役又は禁銅に処 ’ 50年

する確定裁判の裁判書

3 罰金、拘留若しくは科料

に処する確定裁判又は刑を

免除する確定裁判の裁判書

4 無罪、免訴、公訴棄却又

は管轄違いの確定裁判

(1) 死刑又は無期の懲役若

し<は禁鋼に当たる罪に

係るもの

l
I

l

I

｝

I

20年（法務省令で定める

ものについては、法務省

令で定める期司）

15年
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役又は禁銅に処する裁判

に係るもの

（5） 刑の一部の執行猶予を

言い渡す裁判に係るもの

（6） 5年未満の懲役又は禁

鎚に処する裁判（(5)の裁

判を除く。）に係るもの

（7） 罰金、拘留又は科料に

処する裁判に係るもの

2 刑の免除、無罪、免訴、公

訴棄却又は管轄違いの裁判

により終結した被告事件の

保管記録

（1） 死刑又は無期の懲役若

しくは禁銅に当たる罪に

係るもの

（2） 有期の懲役又は禁銅に

当たる罪に係るもの

（3） 罰金、拘留又は科料に

当たる罪に係るもの

3 その他の保管記録

（2） 有期の懲役又は禁銅に

当たる罪に係るもの

（3） 罰金、拘留又は科料に

当たる罪に係るもの

5 控訴又は上告の申立てに

ついての確定裁判（1から

4までの確定裁判を除く。）

の裁判書

5年

8年
3年

5年
控訴又は上告に係る被

告事件についての1から

4までの確定裁判の区分

に応じて、その裁判の裁判

書の保管期間と同じ期間

法務省令で定める期間

3年（法務省令で定める

ものについては、法務省

令で定める期間）

’
6 その他の裁判の裁判書

(2) 裁判書以外の保管記録

保管期間保管記録の区分

15年
1 刑に処する裁判により終

結した被告事件の保管記録

（1） 死刑又は無期の懲役若

しくは禁銅に処する裁判

に係るもの

（2） 20年を超える有期の懲

役又は禁銅に処する裁判

に係るもの

（3） 10年以上20年以下の

懲役又は禁銅に処する裁

判に係るもの

@) 5年以上10年未満の懲

50年

5年

11

3年
30年

法務省令で定める期間

2 裁判所不提出記録の保管期間（規程第23条）
20年

裁判所不提出記録の保管期間は、その事件の裁判書以外の確

定記録の保管期間と同じである。したがって、実務では、裁判

所不提出記録は、確定記録と共に保管している。

3 不起訴記録の保存期間（規程第25条第1項）

10年

|ii
111

’I！
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イ無期の懲役又は禁銅に

当たる罪に係る事件のも

15年不起訴記録の区分 保存期間

1 事件事務規程第75条第2

項16号から第18号まで、又

は第20号の裁定主文に係る

不起訴記録（本表第3号(2)に

規定するものを除く。）

（1） 人を死亡させた罪であっ

て禁銅以上の刑に当たるも

の（死刑に当たるものを除

く。）について

ア無蛎の懲役又は禁銅に

当たる罪に係る事件のも

の

イ長期20年の懲役又は

禁銅に当たる罪に係る事

件のもの

ウ ア及びイに掲げる罪以

外の懲役又は禁銅に当た

る罪に係る事件のもの

(2) 人を死亡させた罪であっ

て禁銅以上の刑に当たるも

の以外の罪について（本号

(3)に規定するものを除く。）

ア死刑に当たる罪に係る

‘ 事件のもの

の

ウ長期15年以上の懲役

又は禁銅に当たる罪に係

る事件のもの

エ長期10年以上15年未

満の懲役又は禁銅に当た

る罪に係る事件のもの

オ長期5年以上10年未

満の懲役又は禁銅に当た

る罪に係る事件のもの

力長期5年未満の懲役若

しくは禁鋼又は罰金に当

たる罪に係る事件のもの

キ拘留又は科料に当たる

罪に係る事件のもの

(3) 次に掲げる罪について

ア．刑訴法第250条第3項

第1号に掲げる罪（刑法

及び刑事訴訟法の一部を

改正する法律（令和5年

法律第66号。以下「改正

法」という。）附則第4条

第1項又は第2項の規定

により同号に掲げる罪と

10年

7年

5年

30年

3年

20年

1年

10年

20年

25年

I
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(2) 道路交通法違反事件又

は自動車の保管場所の確

保等に関する法律違反の

不起訴記録であって、区検

察庁の検察官がした不起

訴処分に係るもの

1年
みなされるものを含む。）

に係る事件のもの

イ刑訴法第250条第3項

第2号に掲げる罪（改正

法附則第4条第1項又は

第2項の規定により同号

に掲げる罪とみなされる

ものを含む。）に係る事件

のもの

ウ刑訴法第250条第3項

第3号に掲げる罪（改正

法附則第4条第2項の規

定により同号に掲げる罪

とみなされるものを含

む。）に係る事件のもの

2 事件事務規程第75条第2

項第15号又は第19号の裁

定主文に係る不起訴記録（本

表第3号(2)に規定するもの

を除く。 ）

3 次に掲げる不起訴記録

（1） 事件事務規程第75条第

2項第1号から第14号ま

での裁定主文に係る不起

‘ 訴記録（本号(2)に規定する

ものを除く。）

15年

また、事件事務規程第75条第2項第16号から第18号まで

又は第20号の裁定主文に係る不起訴記録で、上記3の表の左

欄1の③アからウまでに掲げるもののうち、その被害者が犯罪

行為が終わった時に18歳未満である事件のものについては、
く

左欄1の(3)アからウまでに掲げる不起訴記録の区分に応じ、不

起訴の裁定をした日から起算して同表の右棡に定める期間に

当該犯罪行為が終わった時から当該被害者が18歳に達する日

までの期間に相当する期間を加算した期間保存する（規程第25

条第2項)。

なお、不起訴記録の保存に関する特例として、上記のほか、

事件事務規程第75条第2項第16号から第18号まで、又は第

20号の裁定主文に係る不起訴記録のうち、人を死亡させた罪で

あって死刑に当たるものについては、被疑者の年齢が満100歳

に達した日までの間保存することとされている （規程第26条

第1項)。

12年

5年

I1年

５
１

第 記録等の保管・保存

保管記録

保管検察官が保管記録の送付を受けたときは、記録担当事務

1
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（

I
中止裁定書に表示する （規程第28条第1項)。

保存番号は、不起訴記録の区分及び不起訴記録ごとに番号を

付し、暦年ごとに改める （規程第28条第2項） （注)。

不起訴記録は、保存番号-順に倉庫に格納して保存する。

（注） 保存番号の付与の仕方は保管記録と同様であるが、 不起

訴記録の区分は規程第25条に掲げる区分であることに注意

する‘ なお、保存の年は当該裁定の日が基潅となる。

官は、検察システムにより、保管番号、保管区分、保管記録冊

数、裁判書の保管終期年月、裁判書以外の保管記録の保管終期

年月、不提出記録の有無その他保管記録の管理に関する事項を

入力して管理するとともに、保管番号を裁判書及び裁判書以外

の保管記録の表紙に表示する （規程第3条第1項）。

保管番号は、確定年次に従い裁判書以外の保管記録の区分及

び保管記録ごとに番号を付し、暦年ごとに改める （規程第3条

第2項）。

裁判書は保管記録から抜き取り、保管番号順に編てつして保

管し、裁判書以外の保管記録は保管番号順に倉庫等に格納して

保管する （注1 ） （注2） （注3）。

〈注1 ） 裁判l誉と裁判響以外の俣管記録では、 その保管期間に

違いがあるため（前記第4、 1を参照） 、韻廃棄防止の観

点から別々に保管するものである。 ．

（注2） 上訴審で確定した確定記録は、 上訴審裁判所から第一

審裁崇I所に送付され、 そこから対応する検察庁に送付さ

れる。例えば、第一審の対応検察庁がさいたま地検であ

る場合、東京商裁で控訴審が確定したときは， 当該訴訟

の記録は東京高裁からさいたま地裁に送付され、その後、

さいたま地裁からさいたま地検に引き継がれることとな

る．

（注3） 記録眼の狭あい化の解決策として、平成28年度から、

一部の保管・保存記録について、 その保管・保存を民間

業者に委託する ．外部俣管委託の運用l が開始されてい

る。

2 不起訴記録

検察官により不起訴処分に付された事件記録の送付を受け

たときは、記録担当事務官は、検察システムにより、保存番号、

保存区分、保存記録冊数、保存終期その他不起訴記録の管理に

関する事項を入力して管理するとともに、保存番号を不起訴．
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第6 記録の閲覧

確定記録は、その保管又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障

がある場合（注1 ）を除いては、誰でも閲覧することができる（刑

訴法第53条第1項本文）。ただし、例外として、弁論の公開を禁

止した事件等の訴訟記録は、訴訟関係人等のほかは閲覧すること

ができない（刑訴法第53条第2項、記録法第4条）。

保管している確定記録について閲覧の請求があったときは、検

察官は、閲覧の許否を決定する。

閲覧を許すときは、閲覧請求者に閲覧手数料を納付させた上、

所定の手続を経て、記録を閲覧させる （注2） （注3）。

（注1 ） 事務に支隙がある場合とは、次のような場合である。

1 休日や裁判所又は検察庁の勤務時間外の場合

2 多数の者が入れ替わり立ち替わり閲覧を申請して．裁､ギリ

所又は検察庁の執務に差し支える場合

3 証拠品の処理や訴訟費用の算定その他裁判確定後の事務

処理に使用している場合など、現に当該訴訟記録を使用中

である場合

4 関連事件の捜街、裁判に不当左影響を及ぼすおそれがあ

る場合

（注2） 閲覧手数料は、記録1件につき、 1回150円であり （刑事

確定訴訟記録閲覧手数料令（昭和62年政令第379号） ） 、現

金又は収入印紙により納付させる‘記録の昼が多い場合など

閲覧が二日以上にわたる場合には、二日目以降の閲覧につい

‘
。
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で確認すると、同姓同名の別の事件の裁判書を送付することとな

りかねないので、必ず、言渡し裁判所、確定年月E、刑名・刑期

等を確認し、誤りのないように留意する。

ても、 その都度、 閲覧手数料を徴収する。

(桂3） 閲覧等に関する手続は、規程第13条から第17条までに定

められているので参照されたい。

第7 裁判書謄本等の交付

被告人その他の訴訟関係人は、 自己の費用で、裁判書又は裁判

を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる

（刑訴法第46条）ので、 この請求があったときは、検察官の許

可を受けた上、謄本又は抄本を作成して交付する （手続につき、

規程第33条参照）。

費用は、 1枚につき、 60円であり （刑事訴訟法施行法（昭和23

年法律第249号）第lO条第1項）、現金又は収入印紙により納付

させる。

第10記録の廃棄

確定記録及び不起訴記録等の保管又は保存難問が満了したと

きは、記録担当事務官は、廃棄目録（規程様式7号） を作成し、

保管（保存）検察官に提出して廃棄の命令印を受ける（規程第10

条第1項)。

廃棄は、その性質上、焼却し、又は溶解して廃棄するのが相当

であるとされている。

廃棄したときは、検察システムにより廃棄年月日を入力し、そ

の旨を管理する （同条第2項）。
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第8 記録の貸出し

検察官等から、捜査の必要上などの理由により、確定記録又は

不起訴記録の貸出しの依頼があったときは、当該記録の貸出しを

する。

記録を貸し出したときは、検察システムに貸出情報を人力して

把握するとともに、随時、貸出し先に用済みであるかどうかを照

会して、早期に返還を求めるなど、記録の紛失等の防止に留意し

なければならない。

｛

第9 裁判書謄本の送付

検察官等から、捜査・公判の遂行上必要のため、保管している

判決書の謄本の送付依頼があったときは、当該謄本を作成して依

頼のあった検察官等に送付する。 この場合、氏名や生年月日のみ
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